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Ⅰ 申請概要 
 
１．申請者 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 代表取締役社長  江部 努 

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。） 

    代表取締役社長  大竹 伸一 
 

２．申請年月日 

   平成２１年１月２３日（金） 

 

３．実施予定期日 

   認可後、平成２１年４月１日から実施。 

    

４．概要 

ＮＴＴ東西（ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本）のＮＧＮ（Next Generation Network）に係る以下

の機能について、平成２１年度接続料を設定するため、接続約款の変更を行うものである。 

Ａ：一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（以下「収容局接続機能」という。） 

収容局接続とは、他事業者が自らアクセス回線を調達し又はＮＴＴ東西からアクセス回

線を借りた上で、当該回線をＮＧＮの収容ルータに接続してＮＧＮを利用する形態 

Ｂ：関門交換機接続ルーティング伝送機能（以下「ＩＧＳ接続機能」という。）   

ＩＧＳ接続とは、固定電話や携帯電話など電話サービスを提供する事業者が、自網をＮ

ＴＴ東西の関門交換機（ＩＧＳ）に接続してＮＧＮ又はひかり電話網を利用する形態 

Ｃ：一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（以下「中継局接続機能」という。） 

中継局接続とは、他事業者が自らのＩＰ網をＮＧＮのＧＷルータ（ゲートウェイルータ）に

接続してＮＧＮを利用する形態 

 

 

 

※IGS:Interconnection Gateway Switch 
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Ⅱ 主な変更内容 
 

１．経緯 

 

 ＮＴＴ東西のＮＧＮは、平成２０年３月末から商用サービスが開始されているが、それに先立

ち、情報通信審議会において、ＮＧＮの接続ルールの在り方が審議され、平成２０年３月付同

審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」において、接続ルール

の基本的な枠組みが示された。 

 具体的には、 

１）ＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備に指定すること 

２）ＮＧＮ等について、収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能、中継局接続機能、イーサネット

接続機能の４つの機能をアンバンドルすること 

 が必要であるとの考え方が示されるとともに、 

３）ＮＧＮに係るアンバンドル機能の接続料算定には、ＮＧＮの費用を複数の機能に配賦

するためのコストドライバの検討に一定の期間が必要であることから、イーサネット接

続機能以外の機能については平成２０年度末まで、システム改修が必要なイーサネ

ット接続機能については平成２１年度末までは、コストに適正利潤を加えた事業者間

均一接続料の適用を猶予すること 

 が適当との考え方が示されたところである。 
 

 上記答申後、総務省においては、平成２０年７月、上記１）～３）を内容とする関係省令等の

改正を行うとともに、同年１１月、当該省令改正等に基づき、ＮＴＴ東西から申請された接続約

款の変更申請案について認可を行った。 

 当該接続約款の変更認可は、接続料以外の接続条件に係るものであり、接続料の関係に

ついては、同年５月から、接続料算定に必要なコストドライバを検討するための研究会（次世

代ネットワークの接続料算定等に関する研究会。以下「研究会」という。）を開催し、同年１２月

に取りまとめた報告書において一定の考え方を整理したところである。 

 今回の申請案は、同研究会報告書で示された考え方に基づき、システム改修が必要なイー

サネット接続機能を除く、収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能、中継局接続機能の３機能の接続

料を設定するために接続約款の変更を行うものである。 

【ＮＧＮ接続ルールに関するこれまでの取組と今後の予定】 

  

  

平成１９年度 平成２０年度 

10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

接続ルール答申       

接続料研究会       

省令等

改正 

指定・ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ       

会計等       

約款 

変更 

接続料以外       

接続料       

ＮＧＮ商用開始 
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２．概要 

 

（１）平成２１年度接続料 

 

 平成２０年３月末に商用開始されたＮＧＮについては、平成２０年度から電気通信事業会計・

接続会計が整理されることになるが、これらの会計は、平成２０年度終了後に作成・公表され

るため、平成２０年度終了前に算定が必要な平成２１年度接続料には、会計データを利用す

ることができない。 

 このため、今回の申請案では、平成２１年度の１年間を算定期間として、当該期間の需要と

費用を予測する将来原価方式により算定している。具体的には、当該期間におけるフレッツ

光ネクストやひかり電話等のユーザ数を予測し、必要となる設備量を算定した上で、当該設

備に係る取得固定資産価額をベースに、網改造料の算定方式に準拠して各費用の算定等を

行っている。その結果は、以下のとおりである。 

 収容局接続機能 

（装置・月） 

ＩＧＳ接続機能 

（３分）※ 

中継局接続機能 

（１０Ｇポート・月） 

ＮＴＴ東日本 １６９万２,９２７円 ５.６９円 ６３７.５万円 

ＮＴＴ西日本 ２４８万１８５円 ６.２９円 ５２５万円 

※通信回数ごと・１秒ごとの料金は、Ｐ１１参照。中継系交換機能の平成２０年度接続料（３分当たり０.３７円）を含む。 

 

（２）接続料算定の概要 

 

１）接続料原価の算定フロー 

 

 接続料は、接続料算定の対象となる機能ごとに、接続料原価を需要で除すことにより算定さ

れることから、接続料算定に際しては、まずは接続料原価の算定が必要となる。 

 今回の申請案では、接続料原価は、二つのフローで算定している。 

 第一は、ＮＧＮを構成する設備別コスト及びひかり電話網のコストを算定するフローである。

今回の申請案では、ＮＧＮの設備別コストは網改造料の算定方式に準拠して算定（Ａ）し、ひか

り電話網のコストは、平成１９年度接続会計から推計したコストをベースに算定（Ｂ）している。 

 第二は、第一で算定したコストを関係する機能に配賦するフローである。各機能へのコスト

配賦は、以下のように設備の種類に応じて異なる取扱いを行っている。 

①ＮＧＮを構成する設備のうち、中継ルータ・伝送路・ＳＩＰサーバの三設備以外の設備に係

るコストは、関係する機能に直課 

②中継ルータ・伝送路のコストは、ポート容量比により、関係する機能に配賦 

（※この過程で、後述するＱｏＳの加味や帯域換算を実施） 

（※伝送路は、今回の申請対象外であるイーサネット接続機能とも共用されるが、伝送路

コストは、波長数比により、イーサネット接続機能とそれ以外の機能との間で分計） 

③ＳＩＰサーバのコストは、通信回数比により、関係する機能に配賦 

④ひかり電話網のコストは、通信回数比及び通信時間比により、関係する機能に配賦 
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【接続料原価の算定フロー図（以下「フロー図」という。）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

２）Ｓｔｅｐ１：設備別コストの算定 【フロー図Ａ・Ｂ】 

 

①ＮＧＮ設備のコスト算定 【フロー図Ａ】 

 

ア ＮＧＮ設備の設備別取得固定資産価額の算定 

 

 網改造料の算定方式を用いるためには、対象設備の取得固定資産価額が必要とな

ることから、今回の申請案では、まずはＮＧＮで提供されるサービスについて、平成２１

年度の契約数を予測し、これに基づき必要となる設備量を設定した上で、当該設備に

係る取得固定資産価額を算出している。 

 各サービスの契約数の予測は、基本的にＦＴＴＨ（Ｂフレッツ＋フレッツ光ネクスト）の予

測契約数を前提に行っている。平成２１年度のＦＴＴＨ契約数については、平成２０年度

見込みと同様の純増数（東：１６０万契約、西：１２０万契約）を見込み、ＮＴＴ東日本で８１

６万契約、ＮＴＴ西日本で６２１万契約と予測した上で、例えば、フレッツ光ネクストの契約

数については、ＮＧＮ提供エリアでの申込実績率を、またひかり電話の契約数について

は、ＦＴＴＨ契約におけるひかり電話の契約実績率を考慮して予測・設定するものである。 

 この結果、ＮＧＮ設備の設備別取得固定資産価額（累計）は、以下のとおりとなる。 

（単位：百万円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

収容ルータ 10,968 25,576 6,655 12,416

中継ルータ 8,127 18,508 7,185 15,064

Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ 

･･･････････････････



 ６

ＭＧ 1,955 5,619 1,324 3,548

ＧＷルータ 113 113 130 132

網終端装置（ＩＳＰ） 3,927 6,121 1,023 3,586

網終端装置（ＶＰＮ） 929 1,257 520 1,555

ＳＮＩ収容ルータ 141 592 54 448

ＳＩＰサーバ 7,087 15,991 4,621 7,359

伝送路（伝送装置） 14,909 35,120 8,460 17,020

ｵﾍﾟｰﾚｼｮﾝｼｽﾃﾑ等 2,792 5,150 2,317 3,791

合計 50,948 114,046 32,289 64,917

 

イ ＮＧＮ設備のコスト算定（平成２１年度） 

 

■中継ダークファイバ以外の装置（収容ルータ等）については、上記取得固定資産価

額をベースに、網改造料の算定方式に準拠して以下のようにコストを算定している。 

Ⅰ．減価償却費 

    耐用年数９年、残存価格０の定率法により算定 

Ⅱ．設備管理運営費（電力設備、建物に係る経費を除く。） 

   ・取得固定資産価額に設備管理運営費比率（東：６.４％、西：７.１％）（※）を乗じて算定 
      ※平成１９年度実績ベースのデータ系設備比率（試験研究費を除く） 

   ・試験研究費は、当年度取得固定資産価額をもとに算定 

Ⅲ．電力設備経費 

    装置ごとの仕様電力値に平成１９年度実績ベースのアンペア単位の費用を

乗じて算定 

Ⅳ．建物経費 

    装置ごとの占有面積に平成１９年度実績ベースのコロケーション・スペース単

価（全国平均）を乗じて算定 

Ⅴ．自己資本費用・他人資本費用・利益対応税 

    レートベースに平成１９年度実績ベースの各種比率を適用して算定 

■中継ダークファイバについては、必要芯線長に、平成２１年度接続料（平成２０年１２

月、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問）を適用してコストを算定している。 

■この結果、平成２１年度における各設備別のコストは、以下のとおりである。（単位：百万円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

収容ルータ 9,457 4,837

中継ルータ 6,701 5,690

ＭＧ 2,411 1,504

ＧＷルータ 34 41

網終端装置（ＩＳＰ） 2,309 1,514

網終端装置（ＶＰＮ） 472 611

ＳＮＩ収容ルータ 218 177

ＳＩＰサーバ 6,066 3,206



 ７

伝送路 伝送装置 12,740 6,469

中継ダークファイバ 1,024 406

合計 41,432 24,455
※オペレーションシステム等のコストは、直課又は取得固定資産価額比により、関係する設備に帰属。 

 

②ひかり電話網のコスト算定 【フロー図Ｂ】 

 

 今回の申請案において、平成２１年度のひかり電話網のコストは、平成１９年度接続会計

から推計したコストに、既存ひかり電話のユーザの伸び率等を考慮して予測・算定している。

その結果は、以下のとおりである。 

（単位：百万円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

SIP ｻｰ

ﾊﾞ以外 

ＳＩＰ 

サーバ 
合計 SIP ｻｰ

ﾊﾞ以外 

ＳＩＰ 

サーバ 
合計 

設備管理運営費 11,042 2,563 13,605 15,082 2,029 17,111

自己資本費用＋他人資

本費用＋利益対応税 

1,131 244 1,377 1,314 158 1,472

合計 12,173 2,807 14,982 16,396 2,187 18,583

 

３）Ｓｔｅｐ２：Ｓｔｅｐ１で算定したコストの関係する機能への配賦【フロー図①～④】 

 

①関係する機能への直課 【フロー図①】 

 

 中継ルータ・伝送路・ＳＩＰサーバの三設備以外の設備に係るコストについては、以下のと

おり、関係する機能に直課している。 

 

ＮＧＮ 

収容ルータ、網終端装置（ＩＳＰ) 収容局接続機能 

ＭＧ ＩＧＳ接続機能 

ＧＷルータ 中継局接続機能 

網終端装置（ＶＰＮ）、ＳＮＩ収容ルータ 未アンバンドル機能 

 

②中継ルータと伝送路のコストの関係する機能への配賦 【フロー図②】 

 

ア コストドライバとしてポート容量比の採用 

 

 中継ルータと伝送路については、ＮＧＮで提供されるすべてのサービス・機能（イーサネ

ット関係を除く。）で共用されるものであるが、今回の申請案では、当該設備に係るコストを

関係する機能への配賦するためのコストドライバとして、ポート容量比を採用している。 

 ポート容量比とは、使用可能な物理的容量に着目して、機能ごとの各エッジルータのネ

ットワーク側のポート容量を想定した上で、当該ポート容量比でコストを機能別に配賦す

るものである 



 ８

ＩＳＰ事業者

網終端装置
（ＩＳＰ）

◎

収容ルータ

収容局接続事業者

◎

コスト分計イメージ

収容局接続機能：ＩＧＳ接続機能：中継局接続機能：未アンバンドル機能）＝（Ａ～Ｃ） ： H ： I ： （Ｄ～G）

10G×台数

【ポート容量比】

【コスト分計】 （例）ＩＧＳ接続機能の負担コスト＝（中継ルータ及び伝送路のコスト）×H／（Ａ～Ｉ 合計）

：収容局接続機能 ：ＩＧＳ接続機能

：中継局接続機能 ：未アンバンドル機能

【ﾍ ｽﾄｴﾌｫｰﾄ】

Ａ

仮想ポート
(一部自網内呼)

中継ルータ及び伝送路

収容局接続機能 未アンバンドル機能 ＩＧＳ接続機能 中継局接続機能

フレッツ・ＶＰＮ
ユーザ

網終端装置
（ＶＰＮ）

◎

10G×台数
Ｂ

ＳＮＩ接続事業者

ＳＮＩ収容
ルータ

◎

10G×台数
Ｃ

【Qos】

ＳＮＩ接続事業者

ＳＮＩ収容
ルータ

◎

【地ﾃ ｼ 】

ＳＮＩ接続事業者

ＳＮＩ収容
ルータ

◎
仮想ポート

(一部自網内呼)

ＩＧＳ接続事業者

ＭＧ

◎

中継局接続事業者

ＧＷルータ

◎

１Ｇ×台数
Ｈ

10Ｇ×台数
Ｉ

【標準音質】 【高音質等】

10G×台数 10G×台数
EＤ

1G×台数
F

10G×台数
G

 申請案では、関連するエッジ設備として、収容局接続機能は網終端装置（ＶＰＮ)・網終

端装置（ＩＳＰ)・ＳＮＩ収容ルータ（ベストエフォート）、ＩＧＳ接続機能はＭＧ、中継局接続機能

はＧＷルータ、未アンバンドル機能はＳＮＩ収容ルータ（ＱｏＳ・地デジ）とするほか、ひかり

電話の一部の自網内呼について仮想的にポート容量を設定し未アンバンドル機能に帰

属させている。 

 当該自網内呼に係る取扱いは、ひかり電話の自網内呼のうち、「ＮＧＮのひかり電話ユ

ーザ間の通話」、「ＮＧＮのひかり電話ユーザとひかり電話網のひかり電話ユーザ間の通

話」に係るものについては、ＩＧＳ接続機能と中継局接続機能のいずれを用いているか判

別困難であること等を理由とするものである。 

 

【機能とエッジ設備との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、研究会報告書においては、平成２１年度接続料算定の際に、中継ルータと伝送路

の費用配賦に用いるコストドライバとしては、活動基準原価帰属（ＡＢＣ)を採用する観点

から、アクティビティを考慮する想定トラヒック比（サービスごとに使用帯域を想定した上で、

当該使用帯域比でコストをサービス別・機能別に配賦するもの）が本来は適当とされたが、

他方、商用開始後１年を経過しておらず予測に必要なデータが十分に蓄積されていない

段階では、必ずしも十分に信頼性のある予測が可能とは言えない状況を考慮して、暫定

的にポート容量比による費用配賦を認めることが適当とされたところである。 

 

イ 帯域換算とＱｏＳの加味 

 

 今回の申請案では、中継ルータと伝送路のコストについて、上記ポート容量比で配賦す

るに際し、既存のネットワークと異なるＮＧＮの特徴を考慮して、（ａ）ＱｏＳの有無・程度の

加味、（ｂ）帯域等換算係数の採用、の二つの措置を講じている。 

 

（ａ）ＱｏＳの有無・程度の加味 

 

 ＮＧＮでは、ＱｏＳ（Quality of Service）が確保されたサービスと確保されていないサービ
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要求帯域に上乗せした帯域の確保

深刻なゆらぎは、パケットの廃棄など通信の品質の低下につながるため、あ
らかじめ十分な帯域を確保しておく必要がある。

最優先通信
（50Mbps)

高優先通信
(50Mbps)

ベストエフォート
通信

(50Mbps)

１０Mbps ８Mbps

■要求帯域の最優先で２０％、高優先で１６％の上乗せ帯域を確保

要求帯域

上乗せ帯域

ゆらぎの概念

「ゆらぎ」とは、網内のパケット転送処理等により、パケットの到着間隔がばらつ
くことで、予定の到着タイミングと実際の到着タイミングのずれを指す。

      

 

予定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

実際       

 

① ②

10ms 10ms 10ms 10ms 10ms 10ms

③ ④ ⑤ ⑥

ゆらぎ

スが混在して提供されるだけでなく、ＱｏＳの程度（最優先・高優先）が異なるサービスが

混在して提供されることから、今回の申請案では、ＱｏＳの有無・程度を考慮した費用配

賦を行うために、「ゆらぎ」（ゆらぎの概念は下図参照）に着目した措置を講じている。 

 具体的には、最優先通信と高優先通信については、「ゆらぎ」に対処し、通信品質に関

する法令や国際標準に定められた遅延等の品質を確保するため、要求した帯域に上乗

せした帯域（最優先通信で要求帯域の２０％、高優先通信で要求帯域の１６％）を確保し

ており、当該上乗せ帯域を含めてポート容量を観念して費用配賦を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）帯域等換算係数の採用 

 

 ＮＧＮでは、映像系サービスと音声系サービスが混在して提供されることから、単純に

帯域比で費用配賦をすると使用帯域の大きい映像系サービスに多くの費用が配賦される

こととなるが、今回の申請案では、一般的にＩＰ系の装置価格は、帯域差ほど費用差が生

じておらずスケールメリットが働くことから、こうした点に着目して帯域当たりの費用を低

減させたコスト算定を行っている。 

 具体的には、シスコシステムズ社が平成１７年に発売開始したルータ（Cisco 7604）が、

冗長化構成することができ、かつ１０Ｇｂｐｓのポートを搭載可能であり、通信事業者や一

般企業向けに広く使われている実績のある機種であるため、当該ルータのポート帯域と

ポート単価（平成２０年７月時点のカタログ単価）から帯域とコストの関係式を推計して、

各ポートのポート容量に換算した比率を算出して費用配賦に用いている。 

 これによると、１００Ｍｂｐｓと１０,０００Ｍｂｐｓ（１０Gｂｐｓ）は、帯域比では１：１００だが、ポ

ート単価比は、１：７.４（５９万円：４３７万円）となることから、当該単価比を帯域等換算係

数として設定してエッジ設備のポート容量を換算するものである。 
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ウ 中継ルータと伝送路のコストの配賦結果 

 

 上記ア・イに基づき、中継ルータと伝送路のコストについては、エッジ設備ごとに以下の計

算式により、ポート容量をベースにＱｏＳの加味や帯域換算を行い、ポート総容量を算定し

た上で、当該ポート総容量を比率化して関係する機能に配賦している。 

ポート容量×ＱｏＳ換算係数×帯域等換算係数×稼働ポート数＝ポート総容量 

 ただし、帯域等換算係数は、ノード装置であるルータの帯域・単価を用いて設定している

ため、伝送路コストについては、ノード装置である伝送装置分は帯域換算を行うが、ノード

装置でない中継ダークファイバ分は帯域換算を行わない。その結果は、以下のとおりである。 

（単位：百万円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

費用 ポート容量比  費用 ポート容量比 

中継 

ﾀﾞー ｸ以外

中継 

ダーク

中継 

ﾀﾞー ｸ以外 

中継 

ダーク

収容局接続機能 9,057 43.7% 54.9%  7,042 55.7% 66.4%

ＩＧＳ接続機能 5,161 26.0% 9.9%  2,578 21.0% 7.6%

中継局接続機能 259 1.2% 1.7%  201 1.6% 2.1%

未アンバンドル機能 5,986 29.0% 33.5%  2,745 21.8% 24.0%

合計 20,465 100% 100%  12,565 100% 100%

 

③ＳＩＰサーバのコストの関係する機能への配賦 【フロー図③】 

 

 申請案では、平成１９年度のひかり電話の通信実績をベースに、ＳＩＰサーバを用いるサ

ービス別の通信回数を設定し、当該通信回数比により、ＳＩＰサーバのコストを関係する機

能に配賦している。その結果は、以下のとおりである。 

（単位：百万円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

費用 通信回数比  費用 通信回数比 

ＩＧＳ接続機能 5,859 96.6%  3,113 97.1%

中継局接続機能 13 0.2%  10 0.3%

未アンバンドル機能 194 3.2%  84 2.6%

合計 6,066 100%  3,206 100%
※ＩＧＳ接続機能に係る通信回数には、ＩＧＳ経由のひかり電話（標準音質）の通信回数を計上。 

※中継局接続機能に係る通信回数には、ＧＷルータ経由のＱｏＳ通信（ひかり電話以外）、ＧＷルータ経由のひかり電話

（高音質等）、ＧＷルータ経由のひかり電話（標準音質）の通信回数を計上。 

※未アンバンドル機能に係る通信回数には、フレッツ・キャスト（ＱｏＳ)、ひかり電話（高音質等）の自網内呼、ひかり電話

（標準音質）の自網内呼の通信回数を計上。 

 

④ひかり電話網のコストの関係する機能への配賦 【フロー図④】 
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 申請案では、平成１９年度のひかり電話の通信実績をベースに、「Ⅰ.ＮＧＮのひかり電話

ユーザとひかり電話網のひかり電話ユーザ間の通話」と「Ⅱ.それ以外の通話」について、

それぞれ通信回数と通信時間を設定し、ＳＩＰサーバのコストは当該通信回数比により、そ

れ以外のコスト（ＭＧのコストはＩＧＳ接続機能に直課）は当該通信時間比により、ＩＧＳ接続

機能（Ⅱの通話分）と未アンバンドル機能（Ⅰの通話分）に配賦している。 

 

⑤アンバンドル機能ごとの接続料原価 【まとめ】 

 

 以上をまとめると、アンバンドル機能ごとの接続料原価は、「各機能に直課される設備の

コスト」、「中継ルータと伝送路のコスト」、「ＳＩＰサーバのコスト」が帰属する結果、以下のと

おりとなる。 

 

【ＮＴＴ東日本】 

（単位：百万円） 

 収容局接続

機能 

ＩＧＳ接続 

機能 

中継局接続

機能 

未アンバン

ドル機能 
合計 

収容ルータ 9,457 - - - 9,457

中継ルータ 2,928 1,744 83 1,946 6,701

ＭＧ - 2,411 - - 2,411

ＧＷルータ - - 34 - 34

網終端装置（ＩＳＰ） 2,309 - - - 2,309

網終端装置（ＶＰＮ） - - - 472 472

ＳＮＩ収容ルータ - - - 218 218

ＳＩＰサーバ - 5,859 13 194 6,066

伝送路 
伝送装置 5,567 3,316 158 3,699 12,740

中継ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ 562 101 18 343 1,024

ＮＧＮ合計 20,823 13,431 306 6,872 41,432
  

ひかり電話網 - 14,806 - 176 14,982
  

合計 20,823 28,237 306 7,048 56,414

 

【ＮＴＴ西日本】 

（単位：百万円） 

 収容局接続

機能 

ＩＧＳ接続 

機能 

中継局接続

機能 

未アンバン

ドル機能 
合計 

収容ルータ 4,837 - - - 4,837

中継ルータ 3,169 1,192 90 1,239 5,690

ＭＧ - 1,504 - - 1,504

ＧＷルータ - - 41 - 41

網終端装置（ＩＳＰ） 1,514 - - - 1,514

網終端装置（ＶＰＮ） - - - 611 611
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ＳＮＩ収容ルータ - - - 177 177

ＳＩＰサーバ - 3,113 10 84 3,206

伝送路 
伝送装置 3,603 1,355 102 1,409 6,469

中継ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ 270 31 9 97 406

ＮＧＮ合計 13,393 7,195 252 3,615 24,455
  

ひかり電話網 - 18,482 - 101 18,583
  

合計 13,393 25,677 252 3,716 43,038

 

４）接続料の算定 

 

 アンバンドル機能ごとの接続料は、３）で算定した各機能ごとの接続料原価に、各機能ごと

の需要を除して算定されることになる。 

 具体的には、今回の申請案では、それぞれ以下のように算定している。 

①収容局接続機能については、収容ルータ装置ごとに接続料を設定することとし、当該機

能に係るコストを収容ルータの稼働装置台数で除すことにより算定 

②ＩＧＳ接続機能については、固定電話接続料と同様に、セットアップチャージ付秒単位で設

定することとしている。具体的には、当該機能のコストのうち回数比例分（ＳＩＰサーバ分）

のコストをＩＧＳ経由の通信回数で除すとともに、時間比例分（中継ルータ・伝送路分）のコ

ストをＩＧＳ経由の通信時間で除すことにより算定 

③中継局接続機能については、ＧＷルータの接続用ポート（１０Ｇ)ごとに接続料を設定する

こととし、当該機能に係るコストをＧＷルータの稼働ポート数で除すことにより算定 

 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

収容局接続機能 コスト（百万円） 20,823 13,393

需要（収容ルータ装置数） 1,025 450

接続料（装置・月） 169 万 2,927 円 248 万 185 円

ＩＧＳ接続機能 コスト（百万円） 28,237 25,667

 回数比例（百万円） 8,632 5,289

 時間比例（百万円）（ＭＧ以外） 15,797 17,442

 時間比例（百万円）（ＭＧ) 3,808 2,946

需要 通信回数（千回） 6,346,732 5,377,768

通信時間（千時間）（ＭＧ以外） 253,232 210,268

通信時間（千時間）（ＭＧ） 225,496 186,876

接続料（３分当たり）※ 5.69 円 6.29 円

 通信ごと（円/回数） 1.3601 円 0.98349 円

 １秒ごと（円/秒） 0.022019 円 0.027421 円

中継局接続機能 コスト（百万円） 306 252

需要（ＧＷルータポート数） 4 4

接続料（１０Ｇポート・月） 637.5 万円 525 万円

※中継系交換機能の平成２０年度接続料（３分当たり０.３７円）を含む。 
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別紙２ 
審 査 結 果 

 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」という。）、接続
料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6 日
総務省訓令第 75 号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行っ
た結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 
結果 

事 由 

１ 施行規則第 23 条の 4 第 1 項で定める箇所における技術的
条件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第
15 条(1)ｱ） 

－ 

該当事項なし。 

２ 接続料規則第 4条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明
確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｲ） 適 

接続料は接続料規則第４条に規
定する機能ごとに定められてお
り、適正かつ明確に定められてい
ると認められる。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当
該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気
通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて
いること。（審査基準第 15 条(1)ｳ） 

－ 

 該当事項なし。 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が
適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)
ｴ） 

－ 
 該当事項なし。 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情
報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手
続、③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的
期間、⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準
的期間等が適正かつ明確に定められていること。（施行規則
第 23 条の 4第 2項第 1号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく
は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける
手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業
者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事
業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所
等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他
事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ
と（施行規則第 23 条の 4第 2項第 2号及び審査基準第 15 条
(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

７  他事業者が屋内配線を利用する場合において、①工事を行
う手続、②負担すべき金額、③利用する場合の条件が適正か
つ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2
項第 3号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事
若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電
気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して
当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な
原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい
ること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 4 号及び審査基準

－ 

 該当事項なし。 



 １４

第 15 条(1)ｵ） 

 

９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び
他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条
の 4第 2項第 5号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
 該当事項なし。 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に
定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 6 号
及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
  該当事項なし。 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通
信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う
回答において用いるべき様式が適正かつ明確に定められて
いること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 7 号及び審査基
準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

  該当事項なし。 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁によ
る解決方法（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 8 号及び審査基
準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
 該当事項なし。 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、施行規則第
15 条の 2 ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路
設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者
が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該
機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続
料を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に
支払うことを確保するために必要な事項が適正かつ明確に
定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 9 号
及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に
重要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事
項があるときは、その事項が適正かつ明確に定められてい
ること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 10 号及び審査基
準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定
められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 11 号
及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
該当事項なし。 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価
に照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15 条
(2)） 適 

接続料は、接続料規則に定められ
た方法によって算定された原価に基
づき、同規則に定められた方法によ
って算定されていることから、公正
妥当なものであると認められる。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気
通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備
を接続することとした場合の条件に比して不利なものでな
いこと。（審査基準第 15 条(3)） 

－ 
該当事項なし。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをする
ものでないこと。（審査基準第 15 条(4)） 適 

 本件申請において、特定の電気
通信事業者に対し不当な差別的取
扱いをする旨の記載は認められな
い。 
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有する収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しない収容局ルータと対向するもの 

99～103 （略） （略） 

 

 

 

104 （略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは第７欄、ＩＳ

Ｍ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ

回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能、光信号局

内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能又はルーティング伝送機能の場合 

 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換

機能については、第 28 条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して

協定の解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日

までの期間（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

97-2 一般収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有するもの 

97-3 特別収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しないもの 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、一般収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、特別収容局ルータと対向するもの 

99～103 （略） （略） 

104 音声利用ＩＰ通

信網サービス 

当社の音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款（以下「音声利用ＩＰ通信網

サービス契約約款」といいます。）に基づいて主として通話並びに通話に

付随する映像及び符号による通信の用に供することを目的としてインタ

ーネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備を使

用して行う電気通信サービス 

105 （略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは第７欄、ＩＳ

Ｍ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ

回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能、光信号局

内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能又はルーティング伝送機能第１欄から第４欄

の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換

機能については、第 28 条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して

協定の解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日

までの期間（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

ＮＴＴ東日本 
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(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスの契約を承諾したことにより、当社の契約

者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなるとき。 

 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」

といいます。）の設置の申込みの承諾を受けたとき。 

 

(21)～(30) （略） 

２～５ （略） 

 

（個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事

業者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情

報照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報（この章、第 68 条（手続

費の支払義務）第１項第９号及び料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）において「電話サ

ービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報」を「契約者情報」といいます。）の提

供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の

送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます

（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回

線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求めら

れた時点において当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（み

なし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項において同じとします。）をお客様情報照会書によ

り回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の氏名及びそ

の住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 

(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用ＩＰ通信網サービスの契約を承 

諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなると

き。 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能（関門交換機接続ルーティング伝送

機能を除きます。）に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」といいます。）の設置の申込みの承諾を受け

たとき。 

(21)～(30) （略） 

２～５ （略） 

 

  （個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事業

者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情報

照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下

この条及び次条において同じとします。）の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契

約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所

等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、

利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点において当社が把握しているその契約者の住所

に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項にお

いて同じとします。）をお客様情報照会書により回答します。 

 

 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

  （みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に

関する情報に限ります。以下この項及び次項において同じとします。）の提供を求められたときは、次

の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並

びにその契約者の氏名及びその住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 
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料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1) ～(2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課金

の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能及びリルーティング通信機能に係る料金については、１通信ご

との料金額及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額

を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能又はＩＰ

通信網回線管理機能に係

る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能又はＩＰ通信網回線管理機能に係る料金に

ついては、協定事業者が、それぞれ２（料金額）２－１－１－１第１

欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは２－５－３若しくは２－11

第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄又は２－13に規定する機能を利用

する場合に適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1)～ (2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課金

の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能、リルーティング通信機能及び関門交換機接続ルーティング伝

送機能に係る料金については、１通信ごとの料金額及び１秒ごとの料

金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能又はＩＰ

通信網回線管理機能に係

る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能又はＩＰ通信網回線管理機能に係る料金に

ついては、協定事業者が、それぞれ２（料金額）２－１－１－１第１

欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは２－５－３若しくは２－11

第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄又は２－13第１欄から第４欄に規

定する機能を利用する場合に適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 
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２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

月額 

区  分 単 位 料金額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ポートごとに

 

 

 

1,416,672 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

１ポートごとに

 

 

420,042 円  

     

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに 148,914 円  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 収容

局ルータ

接続ルー

ティング

伝送機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

で接続し、Ｉ

Ｐ通信網を

利用して伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに 222,578 円   

     

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

 

区  分 単 位 料金額 備 考 

(1) 一般

収 容 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第８欄のうち一般収容局ルー

タで接続し、ＩＰ通信網（専らＩＰ

電話の提供の用に供するものを除き

ます。）を利用した交換及び伝送を

行う機能（ＳＩＰサーバと連携して

提供するセッション制御の機能を除

き、ＬＡＮインタフェースにより１

Gbit/s の符号伝送が可能なものに限

ります。） 

一般収容局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網収容装

置ごとに月額 

1,692,927円 

 

 

 

 

     

(2) 一般

中 継 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－２欄で接続し、ＩＰ通

信網（専らＩＰ電話の提供の用に供

するものを除きます。）を利用した

交換及び伝送を行う機能（ＬＡＮイ

ンタフェースにより10Gbit/s の符号

伝送が可能なものに限ります。） 

１ポートごとに

月額 

6,375,000円 

 

 

 

 

     

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

1,416,672 円 

 

 

     

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

 

 

420,042 円  

     

     

      

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

148,914 円  
      

(3) 特別

収容局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

のうち特別

収容局ルー

タで接続し、

ＩＰ通信網

を利用した

交換及び伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

222,578 円   
      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 
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  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに 6,074 円
  

     

(2) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用して伝送を行う機能（Ｌ

ＡＮインタフェースにより１Gbit/s

の符号伝送が可能なものに限りま

す。） 

１ポートごとに

 

420,042 円  

 

     

 

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバにＩＰアド

レス、ルーティング設定等情報を登録する工事に

要する費用 

１工事ごとに  

      

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに

月額 

6,074 円 
  

      

(4) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用した交換及び伝送を行う

機能（ＬＡＮインタフェースにより

１Gbit/sの符号伝送が可能なものに

限ります。） 

１ポートごとに

月額 

 

 

420,042 円  

 

     

     

１通信ごとに 1.3601 円      (5) 関門

交換機接

続ルーテ

ィング伝

送機能 

ＩＧＳを経由して、ＩＰ通信網を利

用した交換及び伝送を行う機能 １秒ごとに 0.022019 円      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバ等にＩＰア

ドレス、ルーティング設定等情報を登録する工事

に要する費用 

１工事ごとに  

       

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 
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第２ 手続費 

 １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5) (略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス又は総合ディジタル通信

サービスの契約を行うことにより、協定

事業者と電気通信サービスの契約を締

結することになる場合の手続きに要す

る費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(32) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、協定事業者への振

り分けを行う通信並びに伝送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 

 
 

 

第２ 手続費 

  １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5)(略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス、総合ディジタル通信サー

ビス又は音声利用ＩＰ通信網サービス

の契約を行うことにより、協定事業者と

電気通信サービスの契約を締結するこ

とになる場合の手続きに要する費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(32) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

   ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

データ伝送機能 セルリレー装置及び伝送路設備により通信路の設

定及び伝送を行う機能 

（略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、通信の交換及び伝

送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成 21 年４月１日から実施します。 

 

 



  

 

 

  

    

  

 



1 

電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有する収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しない収容局ルータと対向するもの 

99～105（略） （略） 

 

 

 

106（略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくはエ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは

第７欄、ＩＳＭ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理

機能、ＤＳＬ回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機

能、光信号局内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、固定無線宅内設備管理機能、波長多重機能又

はルーティング伝送機能の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくはエ欄（端末回線

伝送機能２－１－１－２第３欄ア欄を含みます。）又は光信号電気信号変換機能については、第 28 条

（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して協定の解除若しくは消滅又

は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日までの期間（当該機能の利用

を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

97-2 一般収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有するもの 

97-3 特別収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しないもの 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、一般収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、特別収容局ルータと対向するもの 

99～105（略） （略） 

106 音声利用ＩＰ通

信網サービス 

当社の音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款（以下「音声利用ＩＰ通信網

サービス契約約款」といいます。）に基づいて主として通話並びに通話に

付随する映像及び符号による通信の用に供することを目的としてインタ

ーネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備を使

用して行う電気通信サービス 

107（略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくはエ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは

第７欄、ＩＳＭ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理

機能、ＤＳＬ回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機

能、光信号局内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、固定無線宅内設備管理機能、波長多重機能又

はルーティング伝送機能第１欄から第４欄の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくはエ欄（端末回線

伝送機能２－１－１－２第３欄ア欄を含みます。）又は光信号電気信号変換機能については、第 28 条

（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して協定の解除若しくは消滅又

は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日までの期間（当該機能の利用

を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

ＮＴＴ西日本 
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(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスの契約を承諾したことにより、当社の契約

者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなるとき。 

 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」

といいます。）の設置の申込みの承諾を受けたとき。 

 

(21)～(31) （略） 

２～５ （略） 

 

（個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事

業者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情

報照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報（この章、第 68 条（手続

費の支払義務）第１項第９号及び料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）において「電話サ

ービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報」を「契約者情報」といいます。）の提

供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の

送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます

（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回

線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求めら

れた時点において当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（み

なし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項において同じとします。）をお客様情報照会書によ

り回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の氏名及びそ

の住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 

(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用ＩＰ通信網サービスの契約を承 

諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなると

き。 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能（関門交換機接続ルーティング伝送

機能を除きます。）に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」といいます。）の設置の申込みの承諾を受け

たとき。 

(21)～(31) （略） 

２～５ （略） 

 

  （個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事業

者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情報

照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下

この条及び次条において同じとします。）の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契

約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所

等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、

利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点において当社が把握しているその契約者の住所

に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項にお

いて同じとします。）をお客様情報照会書により回答します。 

 

 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

  （みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に

関する情報に限ります。以下この項及び次項において同じとします。）の提供を求められたときは、次

の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並

びにその契約者の氏名及びその住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 
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  （宅内光信号電気信号変換装置に係る情報の提供） 

第 99 条の９ 当社は、端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換機能を利用

する協定事業者に対してその協定事業者が宅内光信号電気信号変換装置を、ルーティング伝送機能イ欄

を利用する協定事業者に対してその協定事業者が加入者側網終端装置（主としてデータ通信の用に供す

ることを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための協定事業者の電気

通信設備（当社が指定するものに限ります。）をいいます。）を、それぞれ調達して設置するために必

要な情報を提供します。 

２ （略） 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1)～(2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課

金の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能及びリルーティング通信機能に係る料金については、１通信ご

との料金額及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額

を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能、固定無

線宅内設備管理機能又は

ＩＰ通信網回線管理機能

に係る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能、固定無線宅内設備管理機能又はＩＰ通信

網回線管理機能に係る料金については、協定事業者が、それぞれ２（料

金額）２－１－１－１第１欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは

２－５－３若しくは２－11第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄、第３

欄イ欄又は２－13に規定する機能を利用する場合に適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宅内光信号電気信号変換装置に係る情報の提供） 

第 99 条の９ 当社は、端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換機能を利用す

る協定事業者に対してその協定事業者が宅内光信号電気信号変換装置を、ルーティング伝送機能第３欄

イ欄を利用する協定事業者に対してその協定事業者が加入者側網終端装置（主としてデータ通信の用に

供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための協定事業者の電

気通信設備（当社が指定するものに限ります。）をいいます。）を、それぞれ調達して設置するために

必要な情報を提供します。 

２ （略） 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1)～(2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課

金の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能、リルーティング通信機能及び関門交換機接続ルーティング伝

送機能に係る料金については、１通信ごとの料金額及び１秒ごとの料

金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能、固定無

線宅内設備管理機能又は

ＩＰ通信網回線管理機能

に係る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能、固定無線宅内設備管理機能又はＩＰ通信

網回線管理機能に係る料金については、協定事業者が、それぞれ２（料

金額）２－１－１－１第１欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは

２－５－３若しくは２－11第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄、第３

欄イ欄又は２－13第１欄から第４欄に規定する機能を利用する場合に

適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 
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  ２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

月額 

区  分 単 位 料金額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収容局ルータに

おける１ＩＰ通

信網収容装置ご

とに 

1,750,025 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

収容局ルータに

おける１ＩＰ通

信網収容装置ご

とに 

1,565,084 円  

     

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに 274,918 円  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 収容

局ルータ

接続ルー

ティング

伝送機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

で接続し、Ｉ

Ｐ通信網を

利用して伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに 221,768 円   

     

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日西相制第 124 号にて認可申請中です。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

 

区  分 単 位 料金額 備 考 

(1) 一般

収 容 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第８欄のうち一般収容局ルー

タで接続し、ＩＰ通信網（専らＩＰ

電話の提供の用に供するものを除き

ます。）を利用した交換及び伝送を

行う機能（ＳＩＰサーバと連携して

提供するセッション制御の機能を除

き、ＬＡＮインタフェースにより１

Gbit/s の符号伝送が可能なものに限

ります。） 

一般収容局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網収容装

置ごとに月額 

2,480,185円  

 

 

     

(2) 一般

中 継 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－２欄で接続し、ＩＰ通

信網（専らＩＰ電話の提供の用に供

するものを除きます。）を利用した

交換及び伝送を行う機能（ＬＡＮイ

ンタフェースにより10Gbit/s の符号

伝送が可能なものに限ります。） 

１ポートごとに

月額 

5,250,000円  

 

 

     

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

特別収容局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網収容装

置ごとに月額 

1,750,025 円  

     

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

特別収容局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網収容装

置ごとに月額 

1,565,084 円  

     

     

      

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

274,918 円  
      

(3) 特別

収容局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

のうち特別

収容局ルー

タで接続し、

ＩＰ通信網

を利用した

交換及び伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

221,768 円   
      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日西相制第 124 号にて認可申請中です。 
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  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに 6,058 円
  

     

(2) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用して伝送を行う機能（Ｌ

ＡＮインタフェースにより１Gbit/s

の符号伝送が可能なものに限りま

す。） 

特別中継局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網間接続

装置ごとに 

1,565,084 円  

 

     

 

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日西相制第 124 号にて認可申請中です。 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバにＩＰアド

レス、ルーティング設定等情報を登録する工事に

要する費用 

１工事ごとに  

      

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに

月額 

6,058 円 
  

      

(4) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用した交換及び伝送を行う

機能（ＬＡＮインタフェースにより

１Gbit/sの符号伝送が可能なものに

限ります。） 

特別中継局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網間接続

装置ごとに月額

1,565,084 円 

 

 

 

     

     

１通信ごとに 0.98349 円      (5) 関門

交換機接

続ルーテ

ィング伝

送機能 

ＩＧＳを経由して、ＩＰ通信網を利

用した交換及び伝送を行う機能 １秒ごとに 0.027421 円      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日西相制第 124 号にて認可申請中です。 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバ等にＩＰア

ドレス、ルーティング設定等情報を登録する工事

に要する費用 

１工事ごとに  

       

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 
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第２ 手続費 

 １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5) (略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス又は総合ディジタル通信

サービスの契約を行うことにより、協定

事業者と電気通信サービスの契約を締

結することになる場合の手続きに要す

る費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(33) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、協定事業者への振

り分けを行う通信並びに伝送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 
 

 

第２ 手続費 

  １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5)(略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス、総合ディジタル通信サー

ビス又は音声利用ＩＰ通信網サービス

の契約を行うことにより、協定事業者と

電気通信サービスの契約を締結するこ

とになる場合の手続きに要する費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(33) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

   ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

データ伝送機能 セルリレー装置及び伝送路設備により通信路の設

定及び伝送を行う機能 

（略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、通信の交換及び伝

送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成 21 年４月１日から実施します。 

 

 



網使用料算定根拠

一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能
一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能

関門交換機接続ルーティング伝送機能

＜東日本＞
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Ⅱ.原価の算定及び料金の設定

１．設備別原価の算定

（１）NGN （単位：百万円）

区分 収容ルータ 中継ルータ MG GWルータ
網終端装置

（ISP）
網終端装置

（VPN）
収容ルータ

(SNI)
SIPサーバ 伝送路 合計

ａ．創設費 18,272 13,317 3,787 113 5,024 1,093 367 11,539 25,014 78,526

ｂ．設備管理運営費 7,557 5,423 1,654 27 1,723 366 175 4,617 10,351 31,893

減価償却費 4,265 3,063 880 20 1,082 248 86 2,585 5,813 18,042

試験研究費 2,123 1,508 532 0 319 48 66 1,294 2,937 8,827

その他 1,169 852 242 7 322 70 23 738 1,601 5,024

ｃ．他人資本費用 85 61 18 0 21 5 2 51 116 359

ｄ．自己資本費用 463 332 96 2 115 27 9 279 631 1,954

ｅ．利益対応税 314 225 65 1 78 18 6 189 428 1,324

f．装置計 8,419 6,041 1,833 30 1,937 416 192 5,136 11,526 35,530 ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ

ｇ．土地・建物等 332 149 49 1 122 21 10 74 245 1,003

ｈ．OpS等 706 511 529 3 250 35 16 856 969 3,875

ｉ．局間伝送路（ダークファイバ） － － － － － － － － 1,024 1,024

ｊ．合計 9,457 6,701 2,411 34 2,309 472 218 6,066 13,764 41,432 ｆ＋ｇ＋ｈ＋ｉ

正味固定資産 14,711 10,540 3,035 64 3,689 852 295 8,864 20,037 62,087

繰延資産 207 149 43 1 52 12 4 125 283 876

投資等 56 40 12 0 14 3 1 34 76 236

貯蔵品 128 92 26 1 32 7 3 77 174 540

運転資本 396 283 93 1 76 14 11 244 545 1,663

レートベース 15,498 11,104 3,209 67 3,863 888 314 9,344 21,115 65,402

（２）既存ひかり電話網 （単位：百万円）

区分 ルータ 伝送路等 ＭＧ ＳＩＰサーバ 合計 備考

ａ．設備管理運営費 9,766 1,276 2,563 13,605 （別紙８）より

ｂ．他人資本費用 100 12 24 136

ｃ．自己資本費用 542 65 131 739

ｄ．利益対応税 368 44 89 502

ｅ．原価 （ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 10,776 1,397 2,807 14,982

レートベース 18,142 2,186 4,390 24,718

２．機能別原価の算定

A．一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容局接続機能）

区分 接続料原価

9,457

2,928

2,309

5,567

562

20,823

Ｂ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能）

区分 接続料原価

83

34

13

158

18

306

C．関門交換機接続ルーティング伝送機能（IGS接続機能）

区分 接続料原価

1,744

2,411

5,859

3,316

101

ｆ.既存ひかり電話網・MG 1,397 １の（２）のMGのe

ｇ.既存ひかり電話網・SIPサーバ 2,773 １の（２）のSIPサーバのe×（別紙９）の（１）のｃ

ｈ.既存ひかり電話網・その他 10,636 １の（２）のルータ・伝送路等のe×（別紙９）の（２）のｃ

28,237

３．料金の設定

Ａ．一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容局接続機能）

区分 H21年度

ａ．原価 （百万円） 20,823

ｂ．装置数 （装置） 1,025

ｃ．料金 （円/装置・月） 1,692,927

Ｂ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能）

区分 H21年度

ａ．原価 （百万円） 306

ｂ．ポート数 （ポート） 4

ｃ．料金 （円/ポート・月） 6,375,000

C．関門交換機接続ルーティング伝送機能（IGS接続機能）

区分 H21年度

ａ．回数比例コスト （百万円） 8,632

原価（NGN） 5,859

原価（既存ひかり電話網） 2,773

ｂ．時間比例コスト（MG以外） （百万円） 15,797

原価（NGN） 5,161

原価（既存ひかり電話網） 10,636

ｃ．時間比例コスト（MG） （百万円） 3,808

原価（NGN） 2,411

原価（既存ひかり電話網・MG相当） 1,397

ｄ．通信回数（千回） 6,346,732

ｅ．通信時間（千時間） 253,232

f．通信時間（MG経由）（千時間） 225,496

ｇ．１回あたり（円/回） 1.3601 ａ÷ｄ

ｈ．１秒あたり（円/秒） 0.022019 ｂ÷e＋ｃ÷f

f．合計 a＋ｂ＋ｃ＋ｄ+ｅ

ｂ．MG １の（１）のMGのｊ

２のＣのa＋ｄ＋ｅ

２のＣのｈ

備考

２のＣのｃ

２のＣのｇ

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（１）の⑦

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（２）の⑧

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（２）の⑦

２のＣのｂ

２のＣのｆ

ｉ．合計 a＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ＋ｈ

備考

２のＡのｆ

ｅ．伝送路（ダークファイバ） １の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のｃ

ｃ．SIPサーバ １の（１）のSIPサーバのｊ×（別紙６）の比率のb

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外） （１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｃ

ｂ．GWルータ １の（１）のGWルータのｊ

ｅ．伝送路（ダークファイバ） １の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のｂ

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外） （１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｂ

f．合計

備考

備考

ａ．中継ルータ １の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｃ

a＋ｂ＋ｃ＋ｄ+ｅ

ａ．中継ルータ １の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｂ

ｃ．SIPサーバ １の（１）のSIPサーバのｊ×（別紙６）の比率のａ

ｅ．伝送路（ダークファイバ）

備考

１の（１）の収容ルータのｊ

１の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のａ

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外） （１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のａ

（別紙４）試験研究費の算定のNGNに係る試験研究費を、各設備の当年度取得固定
資産額比により分計

ａ．収容ルータ

ｂ．中継ルータ

ｃ．網終端装置（ISP） １の（１）の網終端装置（ISP）のｊ

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して、他人資本費
用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して算定した。

ａ÷ｂ÷12ヶ月

備考

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

H20.12.9申請の接続約款の料金表第１網使用料２－５－３ 光信号中継伝送機能よ
り算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

需要数やエリア展開に基づく設備量及び取得価額等を基に、H20.12.9申請の接続約
款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して算定した。なお、網終
端装置（ISP）及びGWルータの接続に係るインタフェース機能部分は含まない。

耐用年数9年、残存価格0の定率法により算定した。

（別紙３）設備管理運営費比率（0.064）を用いて算定

１の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のａ

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

備考

２のＢのｆ

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの２．ＧＷルータ接続用ポート数

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの１．収容ルータ装置数

ａ÷ｂ÷12ヶ月
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Ⅲ.網改造料に準拠した算定に使用する繰延資産比率、投資等比率、貯蔵品比率の算定 

  （１）指定設備管理部門の電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

指定設備管理部門の電気通信事業固定資産 2,429,045 （Ａ）

指定設備管理部門における建設仮勘定※１ 33,868 （Ｂ）

指定設備管理部門の投資等（収益の見込まれないもの）※２ 9,068 （Ｃ）

※１  繰延資産は発生していないので無しとする。

※２  投資等は、収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等である。

  （２）電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

電気通信事業固定資産 2,984,212 （Ａ）

建設仮勘定 37,045 （Ｂ）

貯蔵品※ 25,698 （Ｃ）

※  貯蔵品は、現用に供されるまでの間保管されている電気通信設備用品（新品）であり、金額は月末在庫額の年平均値である。

  （３）繰延資産比率

区分 備考

繰延資産比率 （１）の（Ｂ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （４）投資等比率

区分 備考

投資等比率 （１）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （５）貯蔵品比率

区分 備考

貯蔵品比率 （２）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

比率

0.0087

比率

0.0141

比率

0.0038
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Ⅳ.接続料収納までの平均的な日数の算定

（1）機能の提供と接続料の収納までの日程

請求書の発行

▲

0.5月 1.5月

   0月 0.5月

（2）機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数の算定

機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数

= 1.5ヵ月÷12ヵ月×365日 = 45.625日

（1）より

2月

収納期日

▲

機能提供の当月 翌月

機能の提供

平均

0.5月

5



(1)資本の状況

(単位：百万円)

レートベース

有利子負債

電気通信事業 Ｈ19稼働 有利子負債

固定資産 911,476 (0.237) 911,476 (0.287)

③圧縮後の資本構成比 負

2,984,212 その他の負債 2,984,212 債

511,166 (0.133)

退職給付引当金

退職給付引当金 ②流動資産の 242,789 (0.076)

409,085 (0.106) 圧縮

▲677,463

貯蔵品(月平均) 25,698

自己資本 自己資本

流動資産等 2,019,607 (0.524) 189,661 投資等 11,147 2,019,607 (0.636) 資

867,123 本

運転資本 152,816

①流動資産の理論値と

計 3,851,335 実績の差 計 3,173,872 計 3,173,872

189,661-867,123＝▲677,463

(2)他人資本比率

他人資本比率 = ( 911,476 + 242,789 )÷ 3,173,872 ＝ 0.364

負債 負債資本合計

(3)有利子負債が負債の合計に占める比率

有利子負債が負債の合計に占める比率= 911,476 ÷ ( 911,476 + 242,789 )＝ 0.790

有利子負債       負債の合計

(4)有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合 = 1 － 0.790 ＝ 0.210

有利子負債が負債の合計に占める比率

(5)自己資本比率

自己資本比率 = 1 － 0.364 ＝ 0.636

他人資本比率

電気通信事業固定資産

Ⅴ．資本構成比率の算定

Ｂ／Ｓ(H19)稼働ベース (資本構成)
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Ⅵ．他人資本利子率の算定

（1）有利子負債に対する利子率

有利子負債の額に対する他人資本費用の平成19年度実績とした。

1.51%

（単位：％）

年度 19

区分

1.51

（注）借入金の平均利子率である。

（2）有利子負債以外の負債の利子相当率

国債利回りの過去5年平均とした。

1.49%

（単位：％）

年度 15 16 17 18 19 平均

区分

1.11 1.52 1.40 1.79 1.63 1.49

（注）国債（利付・10年物）の平均利回りである。

（3）他人資本利子率

他人資本利子率 = 1.51％×0.790＋1.49％×0.210＝ 1.51%

（有利子負債に対する利子率×有利子負債比率+国債利回り×有利子負債以外の負債の比率）

他人資本利子率

他人資本利子率

有利子負債に対する利子率 =

有利子負債以外の負債の利子相当率 =
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Ⅶ．自己資本利益率の算定

1.ＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率

（単位：％）

年度 平均（注４）

区分 3年平均

7.08 6.10 7.08 －

β値の適用 ○ ○ ○ －

1.40 1.79 1.63 －

①－② 5.68 4.31 5.45 －

β＝ 0.6

（注１）主要企業の自己資本利益率は「日経経営指標」より。ただし平成19年度は速報値である。

（注２）リスクフリーレートについては、指定設備全体の平均的な耐用年数に着目し、耐用年数が10年超であること

       から国債10年ものの利回りを使用した。

（注３）β値については、昨年度と同とした。

（注４）算定期間については、3年間とした。

２．主要企業の過去5年間の自己資本利益率

（単位：％）

年度

15 16 17 18 19 平均

区分

主要企業の自己資本利益率 4.83 5.39 7.08 6.10 7.08 6.10

（注）「日経経営指標」より。ただし平成19年度は速報値である。

３．料金算定に採用した自己資本利益率

上記１，２を勘案し、低い方の１のＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率を採用する。

4.70%

  己資本利益率
4.38

自己資本利益率 =

19

①主要企業の自己資本利益率（注１）

②ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ（注２）

  選択される自
4.70

（注３）

18

4.81

17

4.90
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Ⅷ．利益対応税率の算定

利益対応税としては、事業税、法人税、道府県民税、市町村民税を見込んだ。

65.40%

（算定方法）

1.税引前利益に対する率の算定

①税引前利益をｙ、税額をｘnとする。

②事業税実効税率

事業税額をｘ1とする。

ｘ1 =（ｙ-ｘ1）×0.072 → ｘ1 = 0.072 × ｙ = 0.0672ｙ

1+0.072

③法人税実効税率

法人税額をｘ2とする。

ｘ2 =事業税引後利益 × 0.3

=（ｙ-0.0672ｙ）  × 0.3

  = 0.2798ｙ

④道府県民税実効税率

道府県民税額をｘ3とする。

ｘ3 =法人税額 × 0.05

 =0.2798y × 0.05 = 0.0140ｙ

⑤市町村民税実効税率

市町村民税額をｘ4とする。

ｘ4 =法人税額 × 0.123

 =0.2798y × 0.123 = 0.0344ｙ

⑥税引前利益に対する利益対応税率

利益対応税額をｘとする。

ｘ =ｘ1+ｘ2+ｘ3+ｘ4

= 0.3954ｙ

2.税引後利益に対する率の算定

税引後利益をｚ、税引前利益をｙ、税額をｘとする。

税引前利益 ｙ

利益対応税率 = ｘ =  0.3954y = 0.3954y  =0.6540 利益対応税

   z    （1-0.3954）y      0.6046y ｘ = 0.3954ｙ

税引後利益

ｚ = （1-0.3954）ｙ

利益対応税率 =
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Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒック

１．収容ルータ装置数

（単位：台）

区分 H20年度末 H21年度末 H21年度稼動 備考

収容ルータ装置数 570 1,480 1,025 NGNのエリア展開及びユーザ数より算定

２．GWルータ接続用ポート数

（単位：ポート）

区分 H20年度末 H21年度末 H21年度稼動 備考

接続用ポート数 4 4 4

３．ひかり電話トラヒック

（１）通信回数

（単位：千回）

H19年度
（実績）

H20年度 H21年度 備考

①ひかり電話（東日本エリア内） 158,493 376,368 687,736

②（再）既存ひかり電話網内 158,493 349,655 538,579

③ひかり電話（東西間） 14,941 35,823 65,295

④（再）既存ひかり電話発着 14,941 34,528 57,782

⑤その他（固定電話・移動体等） 3,155,654 4,559,446 5,750,371

⑥合計 3,329,088 4,971,637 6,503,402

⑦IGS接続機能（②+④+⑤） 3,329,088 4,943,629 6,346,732

（２）通信時間

（単位：千時間）

H19年度
（実績）

H20年度 H21年度 備考

①ひかり電話（東日本エリア内） 7,370 17,097 30,521

②（再）既存ひかり電話網内 7,370 15,884 23,901

③ひかり電話（東西間） 1,039 2,434 4,334

④（再）既存ひかり電話発着 1,039 2,346 3,835

⑤その他（固定電話・移動体等） 130,867 183,888 225,496

⑥合計 139,276 203,419 260,351

⑦IGS接続機能（②+④+⑤） 139,276 202,118 253,232

⑧（再）MG経由（⑤） 130,867 183,888 225,496

（参考）フレッツ光及びひかり電話の施設数

H20年度末 H21年度末 備考

フレッツ光（千契約） 6,563 8,163

フレッツ 光ネクスト 400 1,270

ひかり電話（千ch） 4,465 5,961

東西間のNGN接続用ポート数
（利用部門の使用分を含む）

区分

平成19年度のひかり電話のトラヒック実績を基
に、ひかり電話施設数の増加や他の通信先施
設数の変動等を加味して算定

平成19年度のひかり電話のトラヒック実績を基
に、ひかり電話施設数の増加や他の通信先施
設数の変動等を加味して算定

通信先

通信先
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（別紙１） ＮＧＮの設備別取得固定資産

（単位：百万円）

区分 H20年度末 H21年度末

収容ルータ 10,968 25,576

中継ルータ 8,127 18,508

MG 1,955 5,619

GWルータ 113 113

網終端装置（ISP） 3,927 6,121

網終端装置（VPN） 929 1,257

収容ルータ（SNI） 141 592

SIPサーバ 7,087 15,991

伝送路（ダークファイバ以外） 14,909 35,120

OpS等 2,792 5,150

合計 50,948 114,046
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（別紙２） 減価償却費の算定

（１） （２）以外

・耐用年数9年、残存価額0の定率償却で算定

・取得年度と減価償却費の関係（期首に取得の場合）

H19年度 H20年度 H21年度

H19年度取得 25.11% 19.44% 15.04%

H20年度取得 － 25.11% 19.44%

H21年度取得 － － 25.11%

（２） OpS等の開発費

・耐用年数5年、残存価額0の定額償却で算定

・取得年度と減価償却費の関係（期首に取得の場合）

H19年度 H20年度 H21年度

H19年度取得 20% 20% 20%

H20年度取得 － 20% 20%

H21年度取得 － － 20%
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（別紙３） 設備管理運営費比率の算定

端末系交換設備（データ）＋端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（データ）＋中継系交換設備（データ）

（単位：百万円）

区分 金額等 備考

①取得固定資産 455,264
（参考２）設備区分別固定資産明細表より（建物・構築物・土
地・建設仮勘定除く）

②指定設備管理運営費（試験研究費・減価償却費除く） 29,080 （参考１）設備区分別の費用明細表より

③設備管理運営費比率（試験研究費・減価償却費除く） 0.064 ②/①
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（別紙４） 試験研究費の算定

（単位：百万円）

H21年度

全社 （再掲）NGN

試験研究費 51,711 8,827

ノードシステム 10,315 3,494

その他 41,396 5,333

全社のノードシステムに係る試験研究費を基に、当年度取得固定資産額
比によりNGN分を算定

平成19年度のルーティング伝送機能（地域IP網）のノードシステムに係る
試験研究費とその他（オペレーションシステム、試験研究共通、共通事務
等）に係る試験研究費を基に算定

区分 備考
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（別紙５） 中継ルータ及び伝送路の分計に用いたポート容量比

※当社のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの

１．算定方法

エッジ設備ごとに以下の計算式により換算後ポート容量を算定。

（算定式） 【中継光ルータ及び伝送路（ダークファイバ以外）】 ポート容量 × QoS換算係数 × 帯域換算係数 × 稼働ポート数 ＝ 換算後ポート容量

  【伝送路（ダークファイバ）】 ポート容量 × QoS換算係数 × 稼働ポート数 ＝ 換算後ポート容量

（１）ポート容量

区分 ポート容量（Gbps）

10Gのもの 10

1Gのもの 1

（２）QoS換算係数

区分 換算係数

QoS・最優先クラス 1.20

QoS・高優先クラス 1.16

ベストエフォート 1.00

※QoSにかかる網内管理値をもとに算定（別紙１０）

（３）帯域換算係数

エッジ設備毎に、（１）に（２）を乗じて算定したポート毎の帯域に対し、以下の換算係数を乗じる

ポート帯域
（１）×（２）

10Gポート・
QoS最優先クラス

12.00 2.94

10Gポート・
QoS高優先クラス

11.60 2.90

10Gポート・
ベストエフォート

10.00 2.72

１Gポート・
QoS最優先クラス

1.20 1.08

※市販ルータの帯域とポートあたり価格の関係から設定（別紙１１）

２．算定結果

上記のポート容量を機能ごとに集計し、ポート容量比を算定

機能別接続料原価は、対応するＮＧＮの設備別原価（Ⅱの１の（１） 中継ルータのｊ、伝送路のｊ－ⅰ、伝送路のⅰ）にポート容量比を乗じて算定

43.70% 54.93% 8,495 562

1.24% 1.73% 241 18

26.03% 9.89% 5,060 101

29.03% 33.45% 5,643 343

e.合計 100.00% 100.00% 19,441 1,024

※⑨収容ルータ（当社のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの）は、MG及びGWルータ経由呼と当社のひかり電話ユーザ間の通信とのトラヒック比を基に算定

⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）、⑧MG

⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）

対応するエッジ設備

対応するエッジ設備

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）、⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、
⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）、⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

⑧MG

対応するエッジ設備

c関門交換機接続ルーティング伝送機能
（IGS接続機能）

d.その他
（未アンバンドル機能）

帯域換算後
ポート容量

区分

a.一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能
（収容局接続機能）

b.一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能
（中継局接続機能）

ポート容量比

⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）

⑧MG

接続料原価（単位：百万円）

区分
（１）

中継ルータ及び
伝送路（ダーク
ファイバ以外）

（２）
伝送路

（ダークファイバ）

（１）
中継ルータ及び
伝送路（ダーク
ファイバ以外）

（２）
伝送路

（ダークファイバ）

⑧MG

④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）、⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）及び⑨収容ルータ（当社
のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの）（※）

対応するエッジ設備

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）

⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）、⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

※

※

イメージ

ＩＳＰ事業者 ＳＮＩ接続事業者

網終端装置（ＩＳＰ） 収容ルータ（ＳＮＩ）

◎

中継局接続事業者

◎
ＧＷルータ

収容ルータ

フレッツ・ＶＰＮ
ユーザ

網終端装置（ＶＰＮ）

ＩＧＳ接続事業者

ＭＧ

◎

１ ２ ５ 6,7 ８10G×台数 10G×台数 10G×台数 1G×台数10G×台数

ＳＮＩ接続事業者

収容ルータ（ＳＮＩ）

３10G×台数

【ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ】 【QoS】

ＳＮＩ接続事業者

収容ルータ（ＳＮＩ）

４10G×台数

【地ﾃﾞｼﾞIP再送信】

中継ルータ及び伝送路

ひかり電話ユーザ

収容ルータ※

1G・10G×台数 ９
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（別紙６） SIPサーバの分計に用いた通信回数比

通信回数は、平成19年度の既存ひかり電話の通信実績を基に、NGNユーザの施設数及び通信先の施設数の変動等を勘案して算定

機能別接続料原価は、対応するＮＧＮの設備別原価（Ⅱの１の（１） ＳＩＰサーバのｊ）に通信回数比を乗じて算定

通信回数 接続料原価

（単位：千回） 比率 （単位：百万円）

ａ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能
（中継局接続機能）

9,084 0.21% 13 GWルータ経由のひかり電話以外のQoS通信、GWルータ経由のひかり電話（標準音質及び高音質等）

ｂ．関門交換機接続ルーティング伝送機能
（IGS接続機能）

4,178,142 96.59% 5,859 IGS経由のひかり電話（標準音質）

ｃ．その他
（未アンバンドル機能）

138,421 3.20% 194
収容ルータ（SNI）経由のQoS通信、ひかり電話（標準音質及び高音質等）のNGN網内折返し通信
（当社の既存ひかり電話網との発着信を含む）

ｄ．合計 4,325,647 100.00% 6,066

区分 対応する通信
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（別紙９） 既存ひかり電話網の分計に用いたトラヒック比

平成19年度の既存ひかり電話網の通信実績を基に、既存ひかり電話及び通信先の施設数の変動等を勘案して算定

（１）SIPサーバコスト （単位：千回）

区分 H21年度 備考

ａ．既存ひかり電話網トラヒック 5,755,123

ｂ．既存ひかり電話網トラヒックのうち、IGS接続機能相当 5,685,097 既存ひかり電話網と当社NGNひかり電話ユーザ間の通信を除く通信

ｃ．既存ひかり電話網コストにおけるIGS接続機能相当比率 98.8% ｂ÷a

（２）その他コスト （単位：千時間）

区分 H21年度 備考

ａ．既存ひかり電話網トラヒック 230,395

ｂ．既存ひかり電話網トラヒックのうち、IGS接続機能相当 227,288 既存ひかり電話網と当社NGNひかり電話ユーザ間の通信を除く通信

ｃ．既存ひかり電話網コストにおけるIGS接続機能相当率 98.7% ｂ÷a
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専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル

専 用 線 ノ ー ド 装 置

信 号 網 設 備

番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

端 末 系 伝 送 路 （ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

公 衆 電 話 設 備

デ ィ ジ タ ル 公 衆 電 話 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タ ン デ ム 交 換 設 備

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 ～
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端 末 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）
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相 互 接 続 点 伝 送 路
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主 配 線 盤 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

費
用
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（ 関 連 す る サ ー ビ ス 活 動 を 含 む ）

雑 収 入 控 除 項 目

端 末 設 備 お よ び 付 加 機 能 使 用 料 、

回 線 管 理 運 営

サ ー ビ ス 活 動

ユ ニ バ 負 担 金 （ 管 理 ）

貸 倒 損 失 （ 管 理 ）

サ ー ビ ス （ ユ ニ バ 負 担 金 ）
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指 定 設 備 管 理 部 門 計
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営
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費
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端 末 系 伝 送 路 （ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）
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左 記 以 外

端 末 系 伝 送 路 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

主 配 線 盤 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

公 衆 電 話 設 備

デ ィ ジ タ ル 公 衆 電 話 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

（ D S M － I ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

（ T C M ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

左 記 以 外

端 末 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タ ン デ ム 交 換 設 備

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 ～

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 ～
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専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル ～

相 互 接 続 点 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 ～
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Ⅱ.原価の算定及び料金の設定

１．設備別原価の算定

（１）NGN （単位：百万円）

区分 収容ルータ 中継ルータ MG GWルータ
網終端装置

（ISP）
網終端装置

（VPN）
収容ルータ

(SNI)
SIPサーバ 伝送路 合計

ａ．創設費 9,535 11,125 2,436 131 2,304 1,038 251 5,990 12,740 45,550

ｂ．設備管理運営費 3,828 4,601 1,105 32 1,126 490 144 2,222 5,265 18,813

減価償却費 2,204 2,516 566 23 541 246 61 1,347 2,953 10,457

試験研究費 947 1,295 366 0 421 170 65 450 1,407 5,121

その他 677 790 173 9 164 74 18 425 905 3,235

ｃ．他人資本費用 73 84 19 1 18 8 2 44 98 347

ｄ．自己資本費用 183 209 47 2 45 21 5 111 245 868

ｅ．利益対応税 126 144 32 1 31 14 3 76 169 596

f．装置計 4,210 5,038 1,203 36 1,220 533 154 2,453 5,777 20,624 ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ

ｇ．土地・建物等 203 137 73 1 85 25 8 25 110 667

ｈ．OpS等 424 515 228 4 209 53 15 728 582 2,758

ｉ．局間伝送路（ダークファイバ） － － － － － － － － 406 406

ｊ．合計 4,837 5,690 1,504 41 1,514 611 177 3,206 6,875 24,455 ｆ＋ｇ＋ｈ＋ｉ

正味固定資産 7,590 8,638 1,949 75 1,866 849 210 4,622 10,174 35,973

繰延資産 71 81 18 1 18 8 2 43 96 338

投資等 24 27 6 0 6 3 1 14 32 113

貯蔵品 66 75 17 1 16 7 2 40 89 313

運転資本 186 241 63 1 69 29 10 99 267 965

レートベース 7,937 9,062 2,053 78 1,975 896 225 4,818 10,658 37,702

（２）既存ひかり電話網 （単位：百万円）

区分 ルータ 伝送路等 ＭＧ ＳＩＰサーバ 合計 備考

ａ．設備管理運営費 13,744 1,338 2,029 17,111 （別紙８）より

ｂ．他人資本費用 232 20 30 282

ｃ．自己資本費用 579 50 76 705

ｄ．利益対応税 399 34 52 485

ｅ．原価 （ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 14,954 1,442 2,187 18,583

レートベース 25,140 2,167 3,287 30,594

２．機能別原価の算定

A．一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容局接続機能）

区分 接続料原価

4,837

3,169

1,514

3,603

270

13,393

Ｂ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能）

区分 接続料原価

90

41

10

102

9

252

C．関門交換機接続ルーティング伝送機能（IGS接続機能）

区分 接続料原価

1,192

1,504

3,113

1,355

31

ｆ.既存ひかり電話網・MG 1,442 １の（２）のMGのe

ｇ.既存ひかり電話網・SIPサーバ 2,176 １の（２）のSIPサーバのe×（別紙９）の（１）のｃ

ｈ.既存ひかり電話網・その他 14,864 １の（２）のルータ・伝送路等のe×（別紙９）の（２）のｃ

25,677

３．料金の設定

Ａ．一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容局接続機能）

区分 H21年度

ａ．原価 （百万円） 13,393

ｂ．装置数 （装置） 450

ｃ．料金 （円/装置・月） 2,480,185

Ｂ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能）

区分 H21年度

ａ．原価 （百万円） 252

ｂ．ポート数 （ポート） 4

ｃ．料金 （円/ポート・月） 5,250,000

C．関門交換機接続ルーティング伝送機能（IGS接続機能）

区分 H21年度

ａ．回数比例コスト （百万円） 5,289

原価（NGN） 3,113

原価（既存ひかり電話網） 2,176

ｂ．時間比例コスト（MG以外） （百万円） 17,442

原価（NGN） 2,578

原価（既存ひかり電話網） 14,864

ｃ．時間比例コスト（MG） （百万円） 2,946

原価（NGN） 1,504

原価（既存ひかり電話網・MG相当） 1,442

ｄ．通信回数（千回） 5,377,768

ｅ．通信時間（千時間） 210,268

f．通信時間（MG経由）（千時間） 186,876

ｇ．１回あたり（円/回） 0.98349 ａ÷ｄ

ｈ．１秒あたり（円/秒） 0.027421 ｂ÷e＋ｃ÷f

ｅ．伝送路（ダークファイバ） １の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のｃ

ｅ．伝送路（ダークファイバ） １の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のａ

ｅ．伝送路（ダークファイバ） １の（１）の伝送路のｉ×（別紙５）の２のポート容量比の（２）のｂ

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外） （１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｃ

ｃ．SIPサーバ １の（１）のSIPサーバのｊ×（別紙６）の比率のb

２のＣのa＋ｄ＋ｅ

２のＣのｈ

備考

２のＣのｃ

２のＣのｇ

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（１）の⑦

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（２）の⑧

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの３．ひかり電話トラヒックの（２）の⑦

２のＣのｂ

２のＣのｆ

ｉ．合計 a＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ＋ｈ

備考

２のＡのｆ

f．合計 a＋ｂ＋ｃ＋ｄ+ｅ

ｂ．MG １の（１）のMGのｊ

ｂ．GWルータ １の（１）のGWルータのｊ

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外） （１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｂ

f．合計

備考

備考

ａ．中継ルータ １の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｃ

a＋ｂ＋ｃ＋ｄ+ｅ

ａ．中継ルータ １の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のｂ

ｃ．SIPサーバ １の（１）のSIPサーバのｊ×（別紙６）の比率のａ

ｄ．伝送路（ダークファイバ以外）

備考

１の（１）の収容ルータのｊ

１の（１）の中継ルータのｊ×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のａ

（別紙４）試験研究費の算定のNGNに係る試験研究費を、各設備の当年度取得固定
資産額比により分計

ａ．収容ルータ

ｂ．中継ルータ

ｃ．網終端装置（ISP） １の（１）の網終端装置（ISP）のｊ

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して、他人資本費
用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して算定した。

ａ÷ｂ÷12ヶ月

備考

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

H20.12.9申請の接続約款の料金表第１網使用料２－５－３ 光信号中継伝送機能よ
り算定した。

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

需要数やエリア展開に基づく設備量及び取得価額等を基に、H20.12.9申請の接続約
款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠して算定した。なお、網終
端装置（ISP）及びGWルータの接続に係るインタフェース機能部分は含まない。

耐用年数9年、残存価格0の定率法により算定した。

（別紙３）設備管理運営費比率（0.071）を用いて算定

（１の（１）の伝送路のｊ－１の（１）の伝送路のｉ）×（別紙５）の２のポート容量比の（１）のａ

H20.12.9申請の接続約款 料金表 第１表接続料金 第２網改造料の算定式に準拠し
て、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定した。

備考

２のＢのｆ

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの２．ＧＷルータ接続用ポート数

Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒックの１．収容ルータ装置数

ａ÷ｂ÷12ヶ月
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Ⅲ.網改造料に準拠した算定に使用する繰延資産比率、投資等比率、貯蔵品比率の算定 

  （１）指定設備管理部門の電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

指定設備管理部門の電気通信事業固定資産 2,431,519 （Ａ）

指定設備管理部門における建設仮勘定※１ 22,553 （Ｂ）

指定設備管理部門の投資等（収益の見込まれないもの）※２ 7,523 （Ｃ）

※１  繰延資産は発生していないので無しとする。

※２  投資等は、収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等である。

  （２）電気通信事業固定資産等の実績 （単位：百万円）

区分 首末平均残高

電気通信事業固定資産 2,917,049 （Ａ）

建設仮勘定 19,639 （Ｂ）

貯蔵品※ 25,135 （Ｃ）

※  貯蔵品は、現用に供されるまでの間保管されている電気通信設備用品（新品）であり、金額は月末在庫額の年平均値である。

  （３）繰延資産比率

区分 備考

繰延資産比率 （１）の（Ｂ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （４）投資等比率

区分 備考

投資等比率 （１）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

  （５）貯蔵品比率

区分 備考

貯蔵品比率 （２）の（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｂ））

比率

0.0087

比率

0.0094

比率

0.0031
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Ⅳ.接続料収納までの平均的な日数の算定

（1）機能の提供と接続料の収納までの日程

請求書の発行

▲

0.5月 1.5月

   0月 0.5月

（2）機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数の算定

機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数

= 1.5ヵ月÷12ヵ月×365日 = 45.625日

（1）より

2月

収納期日

▲

機能提供の当月 翌月

機能の提供

平均

0.5月
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(1)資本の状況

(単位：百万円)

レートベース

有利子負債

電気通信事業 Ｈ19稼働 有利子負債

固定資産 1,326,268 (0.354) 1,326,268 (0.429)

③圧縮後の資本構成比 負

2,917,049 その他の負債 2,917,049 債

456,745 (0.122)

退職給付引当金

退職給付引当金 ②流動資産の 251,493 (0.081)

444,671 (0.119) 圧縮

▲649,923

貯蔵品(月平均) 25,135

自己資本 自己資本

流動資産等 1,515,287 (0.405) 175,999 投資等 9,023 1,515,287 (0.490) 資

825,922 本

運転資本 141,841

①流動資産の理論値と

計 3,742,971 実績の差 計 3,093,048 計 3,093,048

175,999-825,922=▲649,923

(2)他人資本比率

他人資本比率 = ( 1,326,268 + 251,493 )÷ 3,093,048 ＝ 0.510

負債 負債資本合計

(3)有利子負債が負債の合計に占める比率

有利子負債が負債の合計に占める比率= 1,326,268 ÷ ( 1,326,268 + 251,493 )＝ 0.841

有利子負債       負債の合計

(4)有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合 = 1 － 0.841 ＝ 0.159

有利子負債が負債の合計に占める比率

(5)自己資本比率

自己資本比率 = 1 － 0.510 ＝ 0.490

他人資本比率

電気通信事業固定資産

Ⅴ．資本構成比率の算定

Ｂ／Ｓ(Ｈ19)稼働ベース (資本構成)
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Ⅵ．他人資本利子率の算定

（1）有利子負債に対する利子率

有利子負債の額に対する他人資本費用の平成19年度実績とした。

1.87%

（単位：％）

年度 19

区分

1.87

（注）借入金の平均利子率である。

（2）有利子負債以外の負債の利子相当率

国債利回りの過去5年平均とした。

1.49%

（単位：％）

年度 15 16 17 18 19 平均

区分

1.11 1.52 1.40 1.79 1.63 1.49

（注）国債（利付・10年物）の平均利回りである。

（3）他人資本利子率

他人資本利子率 = 1.87％×0.841＋1.49％×0.159＝ 1.81%

（有利子負債に対する利子率×有利子負債比率+国債利回り×有利子負債以外の負債の比率）

他人資本利子率

他人資本利子率

有利子負債に対する利子率 =

有利子負債以外の負債の利子相当率 =
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Ⅶ．自己資本利益率の算定

1.ＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率

（単位：％）

年度 平均（注４）

区分 3年平均

7.08 6.10 7.08 －

β値の適用 ○ ○ ○ －

1.40 1.79 1.63 －

①－② 5.68 4.31 5.45 －

β＝ 0.6

（注１）主要企業の自己資本利益率は「日経経営指標」より。ただし平成19年度は速報値である。

（注２）リスクフリーレートについては、指定設備全体の平均的な耐用年数に着目し、耐用年数が10年超であること

       から国債10年ものの利回りを使用した。

（注３）β値については、昨年度と同とした。

（注４）算定期間については、3年間とした。

２．主要企業の過去5年間の自己資本利益率

（単位：％）

年度

15 16 17 18 19 平均

区分

主要企業の自己資本利益率 4.83 5.39 7.08 6.10 7.08 6.10

（注）「日経経営指標」より。ただし平成19年度は速報値である。

３．料金算定に採用した自己資本利益率

上記１，２を勘案し、低い方の１のＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率を採用する。

4.70%

  己資本利益率
4.38

自己資本利益率 =

19

①主要企業の自己資本利益率（注１）

②ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ（注２）

  選択される自
4.70

（注３）

18

4.81

17

4.90
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Ⅷ.利益対応税率の算定

利益対応税としては、事業税、法人税、道府県民税、市町村民税を見込んだ。

65.40%

(算定方法)

1.税引前利益に対する率の算定

①税引前利益をｙ、税額をｘnとする。

②事業税実効税率

事業税額をｘ1とする。

ｘ1 =（ｙ-ｘ1）×0.072 → ｘ1 = 0.072 × ｙ = 0.0672ｙ

1+0.072

③法人税実効税率

法人税額をｘ2とする。

ｘ2 =事業税引後利益 × 0.3

=(ｙ-0.0672ｙ)  × 0.3

  = 0.2798ｙ

④道府県民税実効税率

道府県民税額をｘ3とする。

ｘ3 =法人税額 × 0.05

 =0.2798y × 0.05 = 0.0140ｙ

⑤市町村民税実効税率

市町村民税額をｘ4とする。

ｘ4 =法人税額 × 0.123

 =0.2798y × 0.123 = 0.0344ｙ

⑥税引前利益に対する利益対応税率

利益対応税額をｘとする。

ｘ =ｘ1+ｘ2+ｘ3+ｘ4

= 0.3954ｙ

2.税引後利益に対する率の算定

税引後利益をｚ、税引前利益をｙ、税額をｘとする。

税引前利益 ｙ

利益対応税率 = ｘ =  0.3954y = 0.3954y  =0.6540 利益対応税

   z    (1-0.3954)y      0.6046y ｘ = 0.3954ｙ

税引後利益

ｚ = （1-0.3954）ｙ

利益対応税率 =
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Ⅸ．料金設定に用いた設備数及びトラヒック

１．収容ルータ装置数

（単位：台）

区分 H20年度末 H21年度末 H21年度稼動 備考

収容ルータ装置数 300 600 450 ＮＧＮのエリア展開及びユーザ数より算定

２．GWルータ接続用ポート数

（単位：ポート）

区分 H20年度末 H21年度末 H21年度稼動 備考

接続用ポート数 4 4 4

３．ひかり電話トラヒック

（１）通信回数

（単位：千回）

H19年度
（実績）

H20年度 H21年度 備考

①ひかり電話（西日本エリア内） 109,646 265,444 482,612

②（再）既存ひかり電話網内 109,646 261,047 428,921

③ひかり電話（東西間） 14,941 35,823 65,295

④（再）既存ひかり電話発着 14,941 35,525 61,556

⑤その他（固定電話・移動体等） 2,661,246 3,880,229 4,887,291

⑥合計 2,785,833 4,181,496 5,435,198

⑦IGS接続機能（②+④+⑤） 2,785,833 4,176,801 5,377,768

（２）通信時間

（単位：千時間）

H19年度
（実績）

H20年度 H21年度 備考

①ひかり電話（西日本エリア内） 5,171 12,230 21,722

②（再）既存ひかり電話網内 5,171 12,027 19,306

③ひかり電話（東西間） 1,039 2,434 4,334

④（再）既存ひかり電話発着 1,039 2,414 4,086

⑤その他（固定電話・移動体等） 107,665 152,630 186,876

⑥合計 113,875 167,294 212,932

⑦IGS接続機能（②+④+⑤） 113,875 167,071 210,268

⑧（再）ＭＧ経由（⑤） 107,665 152,630 186,876

（参考）フレッツ光及びひかり電話の施設数

H20年度末 H21年度末 備考
フレッツ光（千契約） 5,015 6,215

フレッツ 光ネクスト 70 560
ひかり電話（千ch） 3,921 5,169

東西間のNGN接続用ポート数
（利用部門の使用分を含む）

区分

平成19年度のひかり電話のトラヒック実績を基
に、ひかり電話施設数の増加や他の通信先施
設数の変動等を加味して算定

平成19年度のひかり電話のトラヒック実績を基
に、ひかり電話施設数の増加や他の通信先施
設数の変動等を加味して算定

通信先

通信先
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（別紙１） ＮＧＮの設備別取得固定資産

（単位：百万円）

区分 H20年度末 H21年度末

収容ルータ 6,655 12,416

中継ルータ 7,185 15,064

MG 1,324 3,548

GWルータ 130 132

網終端装置（ISP） 1,023 3,586

網終端装置（VPN） 520 1,555

収容ルータ（SNI） 54 448

SIPサーバ 4,621 7,359

伝送路（ダークファイバ以外） 8,460 17,020

OpS等 2,317 3,791

合計 32,289 64,917
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（別紙２） 減価償却費の算定

（１） （２）以外

・耐用年数9年、残存価額0の定率償却で算定

・取得年度と減価償却費の関係（期首に取得の場合）

H19年度 H20年度 H21年度

H19年度取得 25.11% 19.44% 15.04%

H20年度取得 － 25.11% 19.44%

H21年度取得 － － 25.11%

（２） OpS等の開発費

・耐用年数5年、残存価額0の定額償却で算定

・取得年度と減価償却費の関係（期首に取得の場合）

H19年度 H20年度 H21年度

H19年度取得 20% 20% 20%

H20年度取得 － 20% 20%

H21年度取得 － － 20%
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（別紙３） 設備管理運営費比率の算定

端末系交換設備（データ）＋端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（データ）＋中継系交換設備（データ）

（単位：百万円）

区分 金額等 備考

①取得固定資産 484,898
（参考２）設備区分別固定資産明細表より（建物・構築物・土
地・建設仮勘定除く）

②指定設備管理運営費（試験研究費・減価償却費除く） 34,537 （参考１）設備区分別の費用明細表より

③設備管理運営費比率（試験研究費・減価償却費除く） 0.071 ②/①
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（別紙４） 試験研究費の算定

ＮＧＮの試験研究費

（単位：百万円）

H21年度

全社 （再掲）NGN

試験研究費 47,787 5,121

ノードシステム 9,761 2,317

その他 38,026 2,804

全社のノードシステムに係る試験研究費を基に、当年度取得固定資産額
比によりNGN分を算定

平成19年度のルーティング伝送機能（地域IP網）のノードシステムに係る
試験研究費とその他（オペレーションシステム、試験研究共通、共通事務
等）に係る試験研究費を基に算定

区分 備考
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（別紙５） 中継ルータ及び伝送路の分計に用いたポート容量比

※当社のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの

１．算定方法

エッジ設備ごとに以下の計算式により換算後ポート容量を算定。

（算定式） 【中継光ルータ及び伝送路（ダークファイバ以外）】 ポート容量 × QoS換算係数 × 帯域換算係数 × 稼働ポート数 ＝ 換算後ポート容量

  【伝送路（ダークファイバ）】 ポート容量 × QoS換算係数 × 稼働ポート数 ＝ 換算後ポート容量

（１）ポート容量

区分 ポート容量（Gbps）

10Gのもの 10

1Gのもの 1

（２）QoS換算係数

区分 換算係数

QoS・最優先クラス 1.20

QoS・高優先クラス 1.16

ベストエフォート 1.00

※QoSにかかる網内管理値をもとに算定（別紙１０）

（３）帯域換算係数

エッジ設備毎に、（１）に（２）を乗じて算定したポート毎の帯域に対し、以下の換算係数を乗じる

ポート帯域
（１）×（２）

10Gポート・
QoS最優先クラス

12.00 2.94

10Gポート・
QoS高優先クラス

11.60 2.90

10Gポート・
ベストエフォート

10.00 2.72

１Gポート・
QoS最優先クラス

1.20 1.08

※市販ルータの帯域とポートあたり価格の関係から設定（別紙１１）

２．算定結果

上記のポート容量を機能ごとに集計し、ポート容量比を算定

機能別接続料原価は、対応するＮＧＮの設備別原価（Ⅱの１の（１） 中継ルータのｊ、伝送路のｊ－ⅰ、伝送路のⅰ）にポート容量比を乗じて算定

55.69% 66.39% 6,772 270

1.58% 2.10% 192 9

20.95% 7.55% 2,547 31

21.78% 23.96% 2,648 97

e.合計 100.00% 100.00% 12,159 406

※⑨収容ルータ（当社のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの）は、MG及びGWルータ経由呼と当社のひかり電話ユーザ間の通信とのトラヒック比を基に算定

対応するエッジ設備

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）

⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）、⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

⑧MG

⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）、⑧MG

⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）

対応するエッジ設備

対応するエッジ設備

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）、⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、
⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）、⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

⑧MG

対応するエッジ設備

c関門交換機接続ルーティング伝送機能
（IGS接続機能）

d.その他
（未アンバンドル機能）

帯域換算後
ポート容量

区分

a.一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能
（収容局接続機能）

ポート容量比

（１）
中継ルータ及び
伝送路（ダーク
ファイバ以外）

（２）
伝送路

（ダークファイバ）

⑦GWルータ（ひかり電話・標準音質/高音質等）

④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）、⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）及び⑨収容ルータ（当社
のひかり電話ユーザ間の通信相当に係るもの）（※）

b.一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能
（中継局接続機能）

接続料原価（単位：百万円）

（１）
中継ルータ及び
伝送路（ダーク
ファイバ以外）

（２）
伝送路

（ダークファイバ）

⑤収容ルータ（SNI・QoS通信）、⑥GWルータ（ひかり電話以外のQoS通信）

①網終端装置（ISP）、②網終端装置（VPN）、③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）、④収容ルータ（SNI・地デジIP再送信）

⑧MG

区分

※

※

イメージ

ＩＳＰ事業者 ＳＮＩ接続事業者

網終端装置（ＩＳＰ） 収容ルータ（ＳＮＩ）

◎

中継局接続事業者

◎
ＧＷルータ

収容ルータ

フレッツ・ＶＰＮ
ユーザ

網終端装置（ＶＰＮ）

ＩＧＳ接続事業者

ＭＧ

◎

１ ２ ５ 6,7 ８10G×台数 10G×台数 10G×台数 1G×台数10G×台数

ＳＮＩ接続事業者

収容ルータ（ＳＮＩ）

３10G×台数

【ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ】 【QoS】

ＳＮＩ接続事業者

収容ルータ（ＳＮＩ）

４10G×台数

【地ﾃﾞｼﾞIP再送信】

中継ルータ及び伝送路

ひかり電話ユーザ

収容ルータ※

1G・10G×台数 ９
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（別紙６） SIPサーバの分計に用いた通信回数比

通信回数は、平成19年度の既存ひかり電話の通信実績を基に、NGNユーザの施設数及び通信先の施設数の変動等を勘案して算定

機能別接続料原価は、対応するＮＧＮの設備別原価（Ⅱの１の（１） ＳＩＰサーバのｊ）に通信回数比を乗じて算定

通信回数 接続料原価

（単位：千回） 比率 （単位：百万円）

ａ．一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能
（中継局接続機能）

4,677 0.30% 10 GWルータ経由のひかり電話以外のQoS通信、GWルータ経由のひかり電話（標準音質及び高音質等）

ｂ．関門交換機接続ルーティング伝送機能
（IGS接続機能）

1,513,602 97.09% 3,113 IGS経由のひかり電話（標準音質）

ｃ．その他
（未アンバンドル機能）

40,689 2.61% 84
収容ルータ（SNI）経由のQoS通信、ひかり電話（標準音質及び高音質等）のNGN網内折返し通信
（当社の既存ひかり電話網との発着信を含む）

ｄ．合計 1,558,968 100.00% 3,206

区分 対応する通信
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（別紙９） 既存ひかり電話網の分計に用いたトラヒック比

平成19年度の既存ひかり電話網の通信実績を基に、既存ひかり電話及び通信先の施設数の変動等を勘案して算定

（１）SIPサーバコスト （単位：千回）

区分 H21年度 備考

ａ．既存ひかり電話網トラヒック 5,123,948

ｂ．既存ひかり電話網トラヒックのうち、IGS接続機能相当 5,097,894 既存ひかり電話網と当社NGNひかり電話ユーザ間の通信を除く通信

ｃ．既存ひかり電話網コストにおけるIGS接続機能相当比率 99.5% ｂ÷a

（２）その他コスト （単位：千時間）

区分 H21年度 備考

ａ．既存ひかり電話網トラヒック 200,738

ｂ．既存ひかり電話網トラヒックのうち、IGS接続機能相当 199,565 既存ひかり電話網と当社NGNひかり電話ユーザ間の通信を除く通信

ｃ．既存ひかり電話網コストにおけるIGS接続機能相当率 99.4% ｂ÷a
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,4
2
6ｘ

0
.4

3

■
市

販
ル

ー
タ

の
ポ

ー
ト

帯
域

と
ポ

ー
ト

単
価

か
ら

帯
域

と
コ

ス
ト

の
関

係
式

を
推

定
し

、
各

ポ
ー

ト
の

ポ
ー

ト
容

量
を

換
算

し
た

比
率

を
算

定

(
帯

域
1
0倍

ご
と
に
コ

ス
ト

約
2.

7
倍

の
関

係
)

（
販

売
価

格
は

、
20

08
.7
月

時
点

）

ポ
ー

ト
帯

域
（

M
bp

s）

○
モ

デ
ル

機
種

・
シ

ス
コ

シ
ス

テ
ム

ズ
社

の
ル

ー
タ

装
置

「
Ｃ

ｉｓ
ｃ
ｏ

７
６

０
４

」
（
２

０
０

５
年

発
売

開
始

）

○
選

定
理

由
・
冗

長
化

構
成

と
す

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
１

０
Ｇ

ｂ
ｐ
ｓ
の

ポ
ー

ト
を

搭
載

可
能

で
、

通
信

事
業

者
や

一
般

企
業

向
け

に
広

く
使

わ
れ

て
い

る
実

績
の

あ
る

機
種

で
あ

る
た

め

※
販

売
価

格
は

シ
ス

コ
シ

ス
テ

ム
ズ

製
品

の
国

内
の

大
手

販
売

代
理

店
が

公
開

し
て
い

る
価

格
表

に
基

づ
く

。
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（
参

考
１

）
設

備
区

分
別

の
費

用
明

細
表

  
  

  
（
平

成
１

９
年

度
接

続
会

計
を

も
と

に
算

定
）

(単
位

：
百

万
円

)

回 線 管 理 運 営

左 記 以 外

（ D S M － I ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

（ T C M ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

左 記 以 外

1
9
,4

8
5

1
9
,4

7
7

8
3

0
0

0
5

0
0

5
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,7

8
6

0
0

0
0

(
再

）
貸

倒
損

失
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5
8

7
,3

7
4

8
4

0
0

0
0

0
0

0

2
2
1
,6

3
4

4
,9

4
5

2
1
6
,6

8
8

1
8
,7

8
8

6
2
6

4
,5

1
4

2
,5

8
6

8
9
,6

0
5

1
8
6

8
9
,5

1
7

1
5
,1

8
9

3
9
7

8
2

9
,3

9
0

2
,9

8
3

1
,6

5
9

8
,3

8
4

1
6
4

4
8
0

9
5
2

2
6

1
,3

7
6

7
8
7

1
1
,5

0
0

2
,1

3
5

2
,9

8
7

1
,0

7
7

1
2
9

1
0
,5

9
2

7
6
0

9
,8

3
2

1
,8

1
8

1
9
9

3
4

1
9

1
0
,2

7
2

0
1
7

1
0
,2

5
5

1
,1

4
3

4
6

5
1
,1

2
1

3
3
5

1
4
2

6
0
7

1
7

4
5
2

1
1
5
6

8
5

1
,6

2
9

2
3
1

3
5
2

1
7
9

2
0

1
9
,2

2
3

1
,4

0
0

1
7
,8

2
3

2
,8

2
9

1
0
1

6
9

3
9

1
1
,4

0
9

0
1
5

1
1
,3

9
4

1
,0

5
8

5
0

8
1
,2

0
0

4
0
7

2
0
7

5
8
2

1
9

3
6

2
7
7

6
1
0
7

9
3

1
,4

2
1

2
6
3

4
5
6

1
7
1

2
0

3
,6

1
5

0
3
,6

1
5

3
,9

8
8

2
2
1

4
2
1

1
1
,6

6
7

0
2
3

1
1
,6

4
4

3
,3

4
4

5
1

2
1
,2

6
2

3
5
9

2
4
2

1
,5

7
3

2
2

2
1
0
7

3
4
0

9
0

1
,9

4
4

2
3
0

3
7
4

2
2
5

2
5

8
4

0
8
4

3
1

0
0

5
,6

4
6

0
5

5
,6

4
1

1
9
9

1
9

1
4
3
3

1
4
8

1
4
2

1
5
3

7
0
9

4
4
2

4
5
2

7
8
1

4
7

3
7
2

9
6

2
9
0

7
3

9

3
0
,2

9
6

1
1
2

3
0
,1

8
4

1
2
,4

6
2

1
5
7

8
8

5
1

9
,3

6
7

0
1
2

9
,3

5
4

9
2
7

7
7

2
1
,6

7
3

9
7
9

8
1

4
9
9

2
5

6
4
0

1
7
4

1
0
1

1
,0

7
4

1
8
8

1
,5

7
2

2
6
7

3
7

9
4
,2

8
9

4
,7

0
8

8
9
,5

8
1

7
2
,9

6
1

2
,4

3
1

4
3
4

6
6
9

6
0
,4

6
9

2
6
0

6
0
,4

0
6

2
0
,9

8
8

2
5
2

2
6

5
,9

5
4

7
,1

3
0

9
1
9

1
0
,6

5
5

1
9
8

1
0
4

4
2
0

9
6
3
1

7
3
8

2
0
,4

5
4

1
,6

8
6

4
,5

5
1

9
9
2

1
8
4

1
4
,2

7
0

9
9

1
4
,1

7
1

3
,8

1
0

2
9

3
1
1

2
1
0

6
,7

1
4

0
6

6
,7

0
8

3
9
2

8
3

1
1
,6

4
9

3
0
8

1
4
2

2
4
5

1
6

4
2
4
7

7
1
,4

8
0

1
7
4

1
,1

1
0

1
5
8

6
6
6

1
4
7

3
2

(
再

)
除

却
損

4
,0

6
7

7
0

3
,9

9
7

1
,4

5
5

1
7

1
5
2

1
0
1

2
,6

9
4

0
2

2
,6

9
2

3
0
4

2
4

1
5
0
7

1
1
6

4
6

1
9
5

8
3

1
0
2

3
7
0
4

7
1

7
6
8

9
7

1
9
9

6
1

1
1

4
1
3
,4

8
9

3
1
,5

0
2

3
8
1
,9

8
6

1
1
6
,6

6
3

3
,7

6
4

5
,4

5
3

3
,5

9
6

2
0
5
,1

5
3

4
2
2
4

2
0
4
,9

2
5

4
3
,2

3
9

9
7
5

1
2
8

2
2
,6

8
4

1
2
,6

5
0

3
,5

3
3

2
2
,6

9
7

1
,1

7
0

1
,1

3
6

9
,9

2
2

1
4
3

3
,9

4
4

2
,1

1
6

4
1
,2

9
0

4
,9

8
6

1
1
,2

4
8

3
,1

3
1

4
5
6

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル

専 用 線 ノ ー ド 装 置

信 号 網 設 備

番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

端 末 系 伝 送 路 （ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

公 衆 電 話 設 備

デ ィ ジ タ ル 公 衆 電 話 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タ ン デ ム 交 換 設 備

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 ～

Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 折 返 し 機 能

営
業

費

番 号 案 内 設 備

手 動 交 換 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 ～

中 継 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

総 合 デ ィ ジ タ ル 網 加 入 者 モ ジ ュ ー ル

施
設

保
全

費

共
通

費

端 末 系 伝 送 路 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル ～

相 互 接 続 点 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 ～

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 ～

中 継 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

合
計

管
理

費

試
験

研
究

費

通
信

設
備

使
用

料

租
税

公
課

運
用

費

主 配 線 盤 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

費
用

の
項

目

設
備

区
分

等
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（
参

考
１

）

(単
位

：
百

万
円

)

呼 関 連 デ ー タ ベ ー ス

Ｐ Ｈ Ｓ 接 続 装 置

網 改 造 料

ス プ リ ッ タ （ D S L ）

左 記 以 外

1
0

0
1

0
4

0
2
1
,2

8
6

1
0

1
1
8
,8

4
1

0
2
5
7
,6

3
8

1
3
8
,2

9
9

4
1
4
,7

7
8

4
3
6
,0

6
4

(
再

）
貸

倒
損

失
0

0
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

1
,6

7
1

2
7
5

1
,9

4
6

1
,9

5
0

0
0

0
0

0
0

0
7
,5

1
7

0
0

0
0

0
1
0
,7

2
5

2
0
7

1
0
,9

3
2

1
8
,4

4
8

3
,1

8
5

2
9
9

0
2
,8

8
6

0
0

0
4
0
0
,6

3
4

1
7
,4

1
0

1
1
9

1
7
,2

9
1

0
0

0
6
5
,4

0
3

8
2
,8

1
3

4
8
3
,4

4
7

2
8
6

1
6

0
2
7
0

0
0

0
2
9
,3

4
5

1
,9

6
0

2
8

1
,9

3
1

5
7
3

0
2
4
,4

8
4

1
3
,1

5
0

4
0
,1

6
6

6
9
,5

1
1

3
3
4

1
6

0
3
1
8

0
0

1
,9

8
0

4
2
,3

6
6

2
,6

5
7

2
4

2
,6

3
3

1
,2

8
2

3
8
1

3
4
,7

9
2

1
5
,1

4
1

5
4
,2

5
4

9
6
,6

2
0

8
3
9

2
3

0
8
1
6

0
0

0
3
0
,2

5
0

5
,8

4
1

3
0

5
,8

1
1

0
0

1
0
,5

6
2

4
,1

3
5

2
0
,5

3
8

5
0
,7

8
8

2
6

1
0

0
1
5

0
0

0
9
,4

3
4

8
5
0

1
2

8
3
8

0
0

6
9
3
,3

7
1

1
4
6

6
9
4
,3

6
7

7
0
3
,8

0
1

3
6
4

7
0

3
5
7

0
0

0
6
0
,4

0
5

2
,6

9
6

3
3

2
,6

6
3

7
2

0
1
,5

4
1

5
,6

0
4

9
,9

1
3

7
0
,3

1
8

2
,2

5
2

5
9

0
2
,1

9
3

0
0

0
3
0
9
,3

9
4

5
7
,7

8
6

7
1
6

5
7
,0

7
0

8
0
2

0
9
,1

8
9

4
1
,4

5
3

1
0
9
,2

3
0

4
1
8
,6

2
4

2
3
3

3
2

0
2
0
1

0
0

0
3
2
,4

3
7

5
,4

4
7

1
0

5
,4

3
8

5
0

0
1
,1

3
3

4
,4

1
0

1
1
,0

4
0

4
3
,4

7
8

(
再

)
除

却
損

1
1
6

2
3

0
9
3

0
0

0
1
1
,8

2
3

4
,5

2
7

6
4
,5

2
1

2
9

0
6
2
7

2
,3

6
0

7
,5

4
3

1
9
,3

6
7

7
,5

1
9

4
6
2

0
7
,0

5
7

0
4

1
,9

8
0

9
4
3
,0

6
8

9
4
,6

4
9

9
7
2

9
3
,6

7
6

2
1
,6

1
9

3
8
1

1
,0

4
3
,4

3
4

2
8
7
,9

4
9

1
,4

4
8
,0

3
2

2
,3

9
1
,1

0
0

（ 関 連 す る サ ー ビ ス 活 動 を 含 む ）

雑 収 入 控 除 項 目

端 末 設 備 お よ び 付 加 機 能 使 用 料 、

回 線 管 理 運 営

サ ー ビ ス 活 動

ユ ニ バ 負 担 金 （ 管 理 ）

貸 倒 損 失 （ 管 理 ）

サ ー ビ ス （ ユ ニ バ 負 担 金 ）

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

合
計

管
理

費

試
験

研
究

費

通
信

設
備

使
用

料

租
税

公
課

施
設

保
全

費

共
通

費

合 計
指 定 設 備 利 用 部 門 計

通 信 設 備

網 改 造 料 費 用 等

指 定 設 備 管 理 部 門 計

東 西 交 付 金

営
業

費

運
用

費

費
用

の
項

目

設
備

区
分

等
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（
参

考
２

）

（
単

位
：
百

万
円

）

設
備

区
分

等
指

定
設

備
管

理
部

門

端 末 系 伝 送 路 （ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

回 線 管 理 運 営

左 記 以 外

端 末 系 伝 送 路 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

主 配 線 盤 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

公 衆 電 話 設 備

デ ィ ジ タ ル 公 衆 電 話 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

（ D S M － I ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

（ T C M ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

左 記 以 外

端 末 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タ ン デ ム 交 換 設 備

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 ～

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 ～

中 継 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

中 継 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

信 号 網 設 備

番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

番 号 案 内 設 備

手 動 交 換 設 備

総 合 デ ィ ジ タ ル 網 加 入 者 モ ジ ュ ー ル

Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 折 返 し 機 能

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル

専 用 線 ノ ー ド 装 置

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル ～

相 互 接 続 点 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 ～

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 ～

取
得

価
額

0
0

0
0

0
3
1

9
8
8

1
7

9
7
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

減
価
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接続料と利用者料金との関係について 
 

１ 経緯  

 

○ 一般に、市場メカニズムが有効に機能している場合、小売料金はコストに適正利潤を加えたもの

になることから、接続料の妥当性を検証するため、平成１１年から、接続料と利用者料金の関係に

関する検証（以下「スタックテスト」という。）を行っている。 
 

○ ＮＧＮでアンバンドルする機能（収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能、中継局接続機能、イーサネット接

続機能）については、平成２０年３月付情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルール

の在り方について」及び同答申を受けて接続料算定に係る具体的問題を検討した「次世代ネットワ

ークの接続料算定等に関する研究会」報告書（平成２０年１２月）において、新規に接続料が設定さ

れる機能であることや将来原価方式で算定されること等から、接続料の妥当性を多角的に検証する

必要性がより高いため、「フレッツ光ネクスト」、「ひかり電話」、「ビジネスイーサワイド」の３区分を新

たに追加してスタックテストを実施することが適当とされた。 
 

○ これらを踏まえ、今回のスタックテストを行うものであるが、現時点ではイーサネット接続機能の接

続料が設定されていないこと及びＮＧＮに係る接続会計のデータが整理されていないことから、 

①スタックテストの対象サービスとしては、平成２１年度接続料を設定する機能に係る「フレッツ光ネ

クスト」・「ひかり電話」の２区分とするとともに、 

②その実施に接続会計のデータが不要である「総務省が実施するスタックテスト」のみを実施するこ

ととする。（接続会計のデータが必要な「ＮＴＴ東西が実施するスタックテスト」は、「フレッツ光ネク

スト」と「ひかり電話」については、平成２１年度接続会計の公表時、「ビジネスイーサワイド」につ

いては、平成２２年度接続会計の公表時から開始することとする。） 
 

○ なお、接続料と利用者料金との関係が必ずしも固定的なものではないため、スタックテスト上の基

準が満たされない場合、直ちに接続料が不当であると判断することは適当ではなく、当該接続料を

設定した事業者に対し、当該接続料が妥当であるにもかかわらずスタックテスト上の基準が満たさ

れなかったことについて説明を求め、当該事業者から合理的な論拠が提示された場合には、当該

接続料を妥当と判断するとされている。 

 

２ 検証結果 

 

○ 今回の検証においては、「フレッツ光ネクスト」・「ひかり電話」について、ＮＴＴ東西に対して、それ

ぞれ検証に必要な資料の提出を求めた。 
 

○ 検証方法としては、１）利用者料金が接続料を上回っているか否かについて、個々のサービスメニ

ューごとに検証するとともに、２）利用者料金収入と接続料収入の差分（営業費相当分）が営業費の基

準値（利用者料金収入の２０％）を下回らないものであるか否かの検証は、営業費がサービスメニュ

ーごとに均等に生じるものでないことにかんがみ、サービスブランド※を単位として実施した。 

※ 接続料設定事業者により同種のサービスとして位置づけられているサービスメニューの集合をいう。 
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○ 検証結果は以下のとおりである。 

 
ＮＴＴ東日本  

サービスブランド サービスメニュー 1)利用者料金との比較 2)基準値の検証 

フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ○ ○ 

ビジネスタイプ ○ 

マンションタイプ 

（１G－MC 使用） 

プランミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

マンションタイプ 

（GE-PON 使用） 

プランミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

ひかり電話 ○ ○ 

 

 

 ＮＴＴ西日本 

サービスブランド サービスメニュー 1)利用者料金との比較 2)基準値の検証 

フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ○ ○ 

ビジネスタイプ ○ 

マンションタイプ 

（１G－MC 使用） 

プランミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

マンションタイプ 

（GE-PON 使用） 

プランミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

ひかり電話 ○ ○ 

 
（注） ○：スタックテストの要件を満たしていると認められるもの、×：スタックテストの要件を満たしていないと認められるもの 

 

 

 

（検証結果に対する総務省の考え方） 

 

■ フレッツ光ネクスト 

 営業費相当分は基準値を上回っており、かつ、全てのサービスメニューにおいて、利用者料金

が接続料を上回っており、接続料が不適正であるとは認められない。 

 

■ ひかり電話 

 営業費相当分は基準値を上回っており、かつ、全てのサービスメニューにおいて、利用者料金

が接続料を上回っており、接続料が不適正であるとは認められない 
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